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令和２年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

総 括 研 究 報 告 書 

 
小規模事業者等における HACCP 導入支援に関する研究 

 

 研究代表者 五十君 靜信 東京農業大学 教授 

      

研究要旨  

 平成 28年 3月より「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」において、HACCP

の制度化のための具体的な枠組みの検討が行われ、同年 12 月に最終取りまとめが

公表された。厚生労働省では、平成 30 年６月に改正食品衛生法等を公布し、令和

元年６月から全ての食品等事業者に対して HACCPによる衛生管理を義務づけること

としている（完全施行は令和３年６月）。一方、小規模事業者等に対してコーデッ

クスが規定する HACCPの導入をそのまま義務づけることは困難であり、小規模事業

者等に対する弾力的な運用についての検討及び科学的知見の提供等の支援が必要

である。本研究班では、HACCP の弾力的運用を必要とする小規模事業者等が手順書

の作成、製造過程の検証手法に求められる事項の検討に必要と思われる科学的知見

の収集、整理、検証を行い、手引書作成に有用な情報を提供することを目的とし調

査研究を行った。 

 小規模事業者等向けの手順書を作成するため、以下の①～③に係る科学的知見の

収集、提供等を行った。①食品業種毎（食品製造業等）における手引書作成の支援

では、危害要因分析、衛生管理の根拠となるデータの入手（文献等）及び提供、手

引書（案）の作成及び取りまとめの支援を行った。②HACCP プランの作成における

知見の収集では、管理基準設定等の根拠となる食品ごとの加工条件等に係る知見を

収集、整理し、検証の必要と思われる重要な項目については調査・研究を行った。

③HACCP に係わる情報収集では、国内の異物混入に関する情報収集と海外の食品取

扱事業者等への COVID-19関連情報提供の調査を行った。 

 高度耐熱性芽胞を形成したあるウェルシュ菌の加熱後の温度管理と菌の挙動、水

産加工品中のヒスタミンの挙動及び制御方法の検討、加糖餡の製造工程を通じたシ

アン化合物の動態に関する研究、加糖餡製品における黄色ブドウ球菌の増殖挙動に

関する研究を行った。また、国内の異物混入に関するデータ収集および解析を行う

ことで食品への異物混入実態の把握を試みた。さらに実態把握の結果をふまえ、

HACCP 指導の効果的な運用および異物混入対策に対する効果的な対応方法を検討し

た。また、新型コロナのパンデミックに関連して、各国の食品取扱事業者等への

COVID-19関連情報提供の調査を行った。 

 

 

研究分担者 

朝倉宏 国立医薬品食品衛生研究所 部長 

窪田邦宏 国立医薬品食品衛生研究所 室長 

 

A. 研究目的 

 厚生労働省では、平成 30 年６月に改正食品

衛生法等を公布し、令和元年６月から全ての食

品等事業者に対して HACCPによる衛生管理を義

務づけることとしている（完全施行は令和３年

６月）。一方、小規模事業者等に対してコーデ

ックスが規定する HACCPの導入をそのまま義務

づけることは困難であり、小規模事業者等に対

する弾力的な運用についての検討及び科学的

知見の提供等の支援が必要である。本研究班で
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は、HACCP の弾力的運用を必要とする小規模事

業者等が手順書の作成、製造過程の検証手法に

求められる事項の検討に必要と思われる科学

的知見の収集、整理、必要に応じて研究を行い、

手引書作成に有用な情報を提供することを目

的とする。 

 

B. 研究方法 

 ①食品業種毎（食品製造業等）における手引

書作成の支援では、食品衛生管理に関する技術

検討会において、五十君は座長、朝倉は委員と

して参加し、業界団体が手引書を作成するに当

たり、科学的な観点から助言を行った。危害要

因分析、衛生管理の根拠となるデータの入手

（文献等）及び提供、手引書案の作成及び取り

まとめの支援を行った。 

②HACCP プランの作成において求められる科

学的知見の収集では、食品等事業者や業界団体

が HACCPプランを作成するにあたり、管理基準

設定等の根拠となる科学的知見の提供を行っ

た。食品ごとの加工条件等に係る知見を収集並

びに整理を行った。 

③HACCP に係わる情報収集では、国内の異物

混入に関する情報収集と海外の食品取扱事業

者等への COVID-19 関連情報提供の調査を行っ

た。 

令和２年度の①②に関連する具体的な研究

は、(１) 高度耐熱性芽胞を形成したあるウェ

ルシュ菌の加熱後の温度管理と菌の挙動、(２) 

水産加工品中のヒスタミンの挙動及び制御方

法の検討、(３) 加糖餡の製造工程を通じたシ

アン化合物の動態に関する研究、（４）加糖餡

製品における黄色ブドウ球菌の増殖挙動に関

する研究を行った。③については、 (５) 国内

の異物混入に関するデータ収集および解析を

行った。 

食品業種毎（食品製造業等）における手引書

作成の支援では、業界団体が手引書案を作成す

るに当たり、科学的な観点から、手引書案の実

行性について検証を行い専門家としての助言

や作業の支援を行った。 

(１) 高度耐熱性芽胞を形成したあるウェル

シュ菌の加熱後の温度管理と菌の挙動の検討 

昨年度までは、芽胞形成条件の検討により、

100℃の加熱で生残する高度耐熱性芽胞の作成

条件の決定と芽胞を接種した想定食材（カレ

ー）及びシチューの中心温度の変化と菌数の変

動を報告した。本年度は食中毒の頻発する深鍋

調理食品への芽胞のスパイク実験による温度

管理とウェルシュ菌数の消長に関する検証を

行った。依然として食中毒患者数の減少が見ら

れない芽胞形成菌であるウェルシュ菌食中毒

の想定食材として、シチューを用いて、深鍋を

冷却した場合の想定される温度変化における

ウェルシュ菌の菌数の消長を観察した。あらか

じめ前年度までに検討した条件で 100℃の加熱

で生残する高度耐熱性芽胞を形成し、深鍋調理

品に芽胞を接種し、深鍋内の食品の温度変化と

ウェルシュ菌の消長を観察した。 

(２) 水産加工品中のヒスタミンの挙動及び

制御方法の検討 

具体的な研究方法については分担研究報告

書を参照していただきたい。 

(３) 加糖餡の製造工程を通じたシアン化合

物の動態に関する研究 

具体的な研究方法については分担研究報告

書を参照していただきたい。 

（４）加糖餡製品における黄色ブドウ球菌の増

殖挙動に関する研究 

具体的な研究方法については分担研究報告

書を参照していただきたい。 

(５) 国内の異物混入に関するデータ収集お

よび解析 

具体的な研究方法については分担研究報告

書を参照。 

 (６) 各国の食品取扱事業者等への COVID-19

関連情報提供の調査 

 食品業種ごとの海外における制度の運用状

況を把握するためにこれまで各国で衛生監視

指導に同行しての実際の運用状況の確認を行

ってきた。令和２年度は世界各国での COVID-19

の蔓延により海外現地調査が実施不可能とな

ったため、予定を変更して各国における食品取

扱事業者等への COVID-19 に関連する情報提供

や衛生監視業務の変更点等に関する調査を行

なった。 
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C. 研究結果 

 中小零細施設を対象とした手引書案作成の

支援では、業界団体が手引書案を作成するに当

たり、科学的な観点から、危害要因分析、衛生

管理の根拠となるデータの入手（文献等）及び

提供、対象となる事業所で実行性がある手引書

（案）の作成などについて、専門家としての助

言や作業の支援を行った。厚生労働省の「食品

衛生管理に関する技術検討会」で、五十君は座

長として、朝倉は委員として令和２年度中、公

開検討会６回、非公開打ち合わせ会４回に参加

し、手引書作成を支援した。作成の完了した手

引書は、厚生労働省の以下ホームページに公開

されている。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun
ya/0000179028_00003.html 
 

(１) 高度耐熱性芽胞を形成したあるウェルシ

ュ菌の加熱後の温度管理と菌の挙動の検討 

深鍋に粘性の高い模擬食品を作成し、外部か

らの冷却の有無等による食品中の中心温度変

化を明らかにしたところ、深鍋を冷却しない場

合、食品の中心温はウェルシュ菌の増殖至適温

度帯（50℃～37℃）に５時間程度曝されること

を前年度確認している。冷水で冷却を行った場

合でも、ウェルシュ菌の増殖至適とされる温度

帯（50℃～37℃）に、食品中心部は約２時間曝

される。これらの温度変化を参考とし、食材に

80℃で耐熱性芽胞を接種し、昨年度得られた温

度変化をコントロールしながら、ウェルシュ菌

の菌数の消長を明らかにした（分担研究報告書

参照）。 

深鍋外部を水による冷却を行っていること

想定した食品の中心温度変化条件で実験を行

ったところ、ウェルシュ菌の菌数は 45℃から、

急激に増え、予想増殖至適温度帯暴露時間であ

る 2時間程度で、一挙に 104から 108へと急激に

増加した。 

(２) 水産加工品中のヒスタミンの挙動及び制

御方法の検討 

 アレルギー様食中毒予防には低温保管温度

と保管日数の管理により、M. morganii の増殖

抑制が重要であることが示唆された。またヒス

タミンが酵素活性で生成するか否かを検討す

るために UV 照射により殺菌した結果、菌は検

出されず、また、ヒスタミンも検出されなかっ

た。 

市販のアジ・塩サバ干物に M, morganii を接種

しない検体でもヒスタミンが検出された。高い塩

濃度の干物により雑菌やヒスタミン産生に関

与する M. morganiiは増殖が抑制されているも

のと考えられるが結果として、ヒスタミン産生

が観察された。 

(３) 加糖餡の製造工程を通じたシアン化合物

の動態に関する研究 

 食品衛生法上の基準がシアン化合物に対し

て設定され，HCN 濃度として規定されているこ

とから，CN-濃度を HCN に換算した結果を算出

した。原料豆（6検体）中の HCN濃度は 72.7～

96.4 mg/kg（総平均 85.5 mg/kg）であったが，

最終製品では全ての試料検体において HCN濃度

は妥当性評価された分析法の定量限界（HCN 濃

度として 5.2 mg/ kg）未満を示した。加糖餡製

造工程を適切に行うことで，最終製品では定量

限界未満の HCN濃度を達成し，危害要因と位置

付けられるシアン配糖体が十分に除去される

ことが示された。 

（４）加糖餡製品における黄色ブドウ球菌の増

殖挙動に関する研究 

 3 種の異なる水分活性・糖度を示す加糖餡製

品を対象に、黄色ブドウ球菌の増殖挙動を評価

し、各製品検体の表示で示される条件により、

当該食中毒菌の増殖を概ね制御できることが

示された。 

(５) 国内の異物混入に関するデータ収集およ

び解析 

 昨年度は、各都道府県、保健所設置市、特別区

など、全 154 自治体が平成 28 年 12 月～令和元年

7 月に食品への異物混入の苦情処理を行った事例

を集め、異物混入事例の全容、食品や混入異物の

種類、食品への異物混入においてリスクの高い組

み合わせや混入工程等をまとめ、報告した。本年

度は民間の機関に協力をお願いし、同様な検討を

行い、食品や混入異物の種類、食品への異物混入

の実態に関して明らかにした。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
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(６) 各国の食品取扱事業者等への COVID-19関

連情報提供の調査 

 国際機関および各国政府機関は COVID-19 発

生初期から Webページを介して消費者および食

品事業者に各種情報提供を行なっていた。また

Q&A 等で具体例を示すことで現場でより理解し

やすくなる工夫を行なっていた。推奨事項とし

ては、どの機関も食品に関しては通常の衛生管

理対策を行えば他のウイルス同様に問題がな

いという内容であった。 

 

D. 考察 

(１) 高度耐熱性芽胞を形成したあるウェルシ

ュ菌の加熱後の温度管理と菌の挙動の検討 

ウェルシュ菌の食中毒患者数は多く、ここ数

年細菌性食中毒の原因別患者数はカンピロバ

クターに次いで 2番目に多く、減少が見られな

いことから、原因となることの多い深鍋調理品

について食品温度とウェルシュ菌の消長につ

いて検討した。研究協力施設の模擬キッチンを

用いて、食中毒が頻発する深鍋調理食品につい

て温度管理方法について検討した。高度耐熱性

芽胞を用いて検討したところ、増殖至適温度帯

暴露時間である 2時間程度で発症菌数となるこ

とから、通常の流水による冷却では、この条件

を満たさないことになる。かき混ぜる、冷却方

法を検討するなど追加の対応が求められる。ま

た、冷却を行ったとしても、その後室温に放置

してしまうと 3時間程度で発症菌数に到達して

しまうことから、冷却後の扱いについても更な

る検討が必要と思われる。盛り付け後の菌の挙

動に関するデータが求められる。 

(２) 水産加工品中のヒスタミンの挙動及び制

御方法の検討 

アレルギー様食中毒予防には低温保管温度

と保管日数の管理により、M, morganii の増殖

抑制が重要であることが示唆された。またヒス

タミンが酵素活性で生成するか否かを検討す

るために UV 照射により殺菌した結果、菌は検

出されず、また、ヒスタミンも検出されなかっ

た。この結果から、死菌では酵素活性によるヒ

スタミンの生成は起こっていないものと考え

られた。 

市販のアジ・塩サバ干物に M. morganiiを接

種しない検体でもヒスタミンが検出された。高

い塩濃度の干物により雑菌や M. morganiiなど

は増殖抑制されているものと考えられる。結果

として、M. morganii 接種、非接種共にヒスタ

ミンが検出されることから、干物では M. 

morganii 以外の耐塩性のヒスタミン合成菌の

常在化が考えられる。 

(３) 加糖餡の製造工程を通じたシアン化合物

の動態に関する研究 

 シアン化合物（主にシアン配糖体）を含有す

るおそれのあるインゲン豆を原料として製造

加工される加糖餡製品については，適切な製造

工程管理を通じ，シアン化合物の除去が達成さ

れる実態を確認することができた． 

(４）加糖餡製品における黄色ブドウ球菌の増

殖挙動に関する研究 

 異なる Aw・BRIX 値を示す加糖餡製品におけ

る黄色ブドウ球菌の経時的増殖性を検討し、製

品間で当該菌の増殖を制御し得る保存温度条

件が異なることが確認された。 

 食品一般の冷蔵保存条件は 10℃以下とされ

るが、前年度多製品を収集した、加糖餡製品で

は、表示上で冷蔵保管を求める製品は僅かであ

った。その中の一つに含まれる C製品検体では

15℃下でも黄色ブドウ球菌の増殖を認めたこ

とを踏まえると、冷蔵を保管条件とすることは

妥当であると考えられた。 

(５) 国内の異物混入に関するデータ収集およ

び解析 

民間機関の協力により、食品における異物混

入の被害実態の全体像が把握でき、特に事業所

における混入事例について、各食品分類および

異物の種類の組み合わせを解析することで、各

食品分類において起きやすい異物混入の概要

が得られた。本調査により硬質異物の危険性が

確認され、さらに混入が発生しやすい食品との

組み合わせ、また混入が起こる製造工程の基礎

データが得られ、これらの情報は事業所への

HACCP 指導時に参照可能な異物混入実態データ

として活用することが可能と考えられる。 

(６) 各国の食品取扱事業者等への COVID-19関

連情報提供の調査 
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 国際機関および各国政府機関は COVID-19 発

生初期から Webページを介して消費者および食

品事業者に各種情報提供を行なっていた。また

Q&A 等で具体例を示すことで現場でより理解し

やすくなる工夫を行なっていた。推奨事項とし

ては、どの機関も食品に関しては通常の衛生管

理対策を行えば他のウイルス同様に問題がな

いという内容であった。国（自治体）によって

は、通常は配送やテイクアウトが認められてい

ない事業者にも、HACCP の考え方にもとづく衛

生管理が確保されていれば、現行の登録で配送

やテイクアウトを可能にするなどの対応を行

なっていた。同時に新規で食品配達・テイクア

ウト事業を始める人には食品事業者として登

録するよう呼びかけていた。いずれも現場で理

解しやすいように実例を交えた説明文になっ

ていた。 

 

E. 結論 

厚生労働省では、平成 30 年６月に改正食品

衛生法等を公布し、猶予期間を経て令和３年６

月から全ての食品等事業者に対して HACCPによ

る衛生管理の制度化について本施行する。一方、

小規模事業者等に対してコーデックスが規定

する HACCPの導入をそのまま義務づけることは

困難であり、小規模事業者等に対する弾力的な

運用についての検討及び科学的知見の提供等

の支援が必要である。本研究班では、HACCP の

弾力的運用を必要とする小規模事業者等が手

順書の作成、製造過程の検証手法に求められる

事項の検討に必要と思われる科学的知見の収

集、整理、検証を行い、手引書作成に有用な情

報を提供することを目的とし調査研究を行っ

た。 

 HACCP の弾力的運用は、既に HACCP を導入し

ている米国や EU でも採用されており、我が国

がこのような弾力的運用を採用し実行するた

めには我が国の食品衛生管理の実情に合わせ

た検討が必要であり、本研究班ではその基礎と

なる科学的知見の収集、整理、提供等を行うこ

とである。 

 各業界の手引書作成支援において、危害要因

分析、重要管理点や管理基準の設定などについ

て専門家としてアドバイスや、手引き書案の取

りまとめなどを支援し、各業界の手引書作成に

貢献した。 

研究を通じ、芽胞形成菌であるウェルシュ菌

や生魚におけるヒスタミン様食中毒起因細菌

の挙動、生食用食鳥肉の処理、加糖餡製品にお

ける黄色ブドウ球菌の増殖挙動に関し、その微

生物制御に係わる基礎的知見を提供した。加糖

餡の製造工程におけるシアン化合物の動態に

関し加糖餡製造工程を適切に行うことで，シア

ン配糖体が十分に除去されるという科学的知

見を提供した。 

今後弾力的運営における科学的な支援が求

められており、より確実な食品衛生管理を進め

る上でこのような検討が活用されるものと思

われる。また、国内の食品への異物混入に関す

るデータ収集および解析を行うことで混入実

態の把握を試み、実態把握の結果をふまえ、

HACCP 指導の運用および異物混入対策に対する

効果的な対応方法を検討する基礎データを提

供することができた。 

 

F. 健康危険情報 

特になし 

 

G. 研究発表 

1. 論文発表 

1) Asakura H, Sakata J, Yamamoto S, Igimi 

S. Draft Genome Sequences of Non-H 2 

S-Producing Strains of Salmonella 

enterica Serovars Infantis, 

Enteritidis, Berta, and Kiambu in 

Japan. Microbiol Resour Announc. 

9(30). doi: 10.1128/MRA. 00335-20. 

(2020) 

 

2. 学会発表 

1) 伊藤正弥、梶川陽申、五十君靜信。食品中

でのClostridium perfringensの芽胞挙動

及び増殖挙動の評価。第54回日本無菌ノ

ートバイオロジー学会。2021.1.21。東京

大学弥生講堂オンライン開催 
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2) 川本柊志郎、梶川陽申、五十君靜信。熟成

中のナチュラルチーズにおけるListeria 
monocytogenesの増殖制御に関する研究。

第54回日本無菌ノートバイオロジー学会。

2021.1.21。東京大学弥生講堂オンライン

開催 
 

3. 講演会等での情報発信 

1) 五十君靜信。HACCP制度化後の理想的な

微生物リスク管理～微生物試験法をめぐ

る行政動向からHACCP制度化における

微生物検査の選択指針～。HACCP対策！

食の安全安心技術情報webセミナーAFI。
2020.6.18。ヤマト科学東京  

2) 五十君静信。微生物試験法をめぐる最新の

行政動向と妥当性確認の重要性。2020年
度微生物試験法の妥当性確認実務者講習

会。2020.8.24。連合会館 
3) 五十君静信。工程管理の検証に用いる微生

物検査の考え方。2020年度微生物試験法

の妥当性確認実務者講習会。2020.8.24。
連合会館 

4) 五十君静信。今求められる食品微生物検査

の考え方と世界の動き。2020年度食品微

生物検査の相談室。2020.9.18。連合会館 
5) 五十君静信。HACCPに沿った衛生管理の

制度化、営業許可制度の見直し、営業届出

制度の創設。令和2年度食品衛生実務講習

会。2020.10.5。品川区役所第三庁舎 
6) 五十君静信。HACCP制度化における微生

物検査の考え方と国際整合性の重要性。

FSJ2020セミナー。2020.10.8。東京ビッ

クサイト青海展示棟 
7) 五十君静信。HACCP制度化における微生

物検査の考え方とその運用。食品開発展

2020記念セミナー。2020.11.18。東京ビ

ックサイト会議棟 
8) 五十君静信。微生物試験実施上のポイント。

AOAC日本主催2020技能試験（微生物試

験）フォローアップセミナー。2021.2.15。
Zoomウェビナー 

9) 五十君静信。HACCP制度化における微生

物検査の考え方とその運用。食品開発展

2020記念セミナー。2020.11.18。東京ビ

ックサイト会議棟 
 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得  なし 

2. 実用新案登録  なし 

 

3.その他 

 五十君靜信は、“人の健康障害に係わる微生

物の疫学並びにその制御に関する研究”で 2020

年度日本食品微生物学会賞を受賞した。 

 

 

 

 



7 
 

令和 2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
「小規模事業者における HACCP導入支援に関する研究」 

分担研究報告書 
 

高度耐熱性芽胞を形成したあるウェルシュ菌の加熱後の温度管理と菌の挙動 
 

 研究分担者 五十君 靜信 （東京農業大学） 

 研究協力者 伊藤 正弥、横田 健治、梶川 揚申、楢木 真吾 （東京農業大学） 

  高柳 晃司、川宮 美由紀、山森 慶子、曲尾 優花 
  （ホシザキ北信越株式会社 コンサル室） 
  金盛 幹昌（ホシザキ株式会社 営業本部） 
  高澤 秀行、矢野 俊博、多賀 夏代、高澤 慎太郎 
  戸田 政一（株式会社高澤品質管理研究所） 
        

研究要旨  

 公益社団法人日本食品衛生協会発行の「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の

ための手引書」（小規模な一般飲食店業者向け）グループ 3「加熱後冷却し再加熱す

るもの、または加熱後冷却するもの：カレー。スープ。ソース。たれ、ポテトサラ

ダ等」の追加実験としてクリームシチュー調理におけるウェルシュ菌増殖危険温度

帯の滞留時間とウェルシュ菌増殖の相関性を検討した。 

 ウェルシュ菌では、100℃耐熱性芽胞が形成されることは稀であり、そのような

高度耐熱性芽胞がどのようなメカニズムで形成されるかは明らかになっていない。

昨年までの研究により、100℃耐熱性を持つ高度耐熱性芽胞を形成させる条件を確

立し、高度耐熱性芽胞を用いてカレー調理における、ウェルシュ菌の加熱後の温度

管理と菌の挙動を明らかにした。本年度はシチュー調理における同様な検討を行い、

本菌の制御に有効な温度管理方法について検討を行った。 

 

A. 研究目的 

 公益社団法人日本食品衛生協会発行の

「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のため

の手引書」（小規模な一般飲食店業者向け）グ

ループ 3「加熱後冷却し再加熱するもの、また

は加熱後冷却するもの：カレー。スープ。ソー

ス。たれ、ポテトサラダ等」の調理におけるウ

ェルシュ菌増殖危険温度帯の滞留時間とウェ

ルシュ菌増殖の相関性を検討する。 

 本試験では昨年実施した同検証実験結果の

再現性を確認するため、菌株を変更して昨年と

同様の操作で実施した。 

 同時に調理後、直ちに 10℃以下に保存するこ

とによるウェルシュ菌の増殖抑制の効果の確

認も行った。また危険温度帯通過後、調理食品

を室温に放置した場合の菌数の変化について

も検証した。 

 

B. 研究方法 

 メーカー所定の調理方法で調製したクリー

ムシチューを 80℃まで冷却し、これに 85℃、

10 分処理で高度耐熱性を確認したウェルシュ

菌芽胞液をスパイクし、空気が混ざらないよう

に静かに撹拌して菌を分散させた（写真１） 

ウェルシュ菌を接種したクリームシチューを

中試験管に 15ml ずつ小分けし、これに嫌気状

態を確保するため、流動パラフィン１ml加えて

空気と遮断し以下①②の操作を行った。 

① 危険温度帯滞留時間が長時間の場合（恒温

槽で温度コントロール） 

上記検体を 80℃の恒温槽に漬け（写真２）、平

成 29 年度実施の深鍋を流水を用いて冷却した

場合のカレーの中心部の温度変化データ（グラ

フ１）に合わせて恒温槽の温度をコントロール
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しながら各温度帯（0 時間、1時間、3時間～10

時間、24 時間）全 12 点での菌数を算定し発芽

する温度帯と時間を記録した。 

② 危険温度帯滞留時間が短時間の場合（冷蔵

庫保存） 

上記検体を直ちに 10℃以下の冷蔵庫に保存し、

0時間、1時間、3時間、6時間、24時間の菌数

を測定した。（写真４）  

材料：           

①クリームシチュールー、合挽肉、じゃがいも、

人参        

②変法 Duncan and Strong 培地（食品検査指針 

微生物編 2018年 参照）                 

③ ハ ン ド フ ォ ー ド 培 地 （ Mast Group 

Lot405525）        

④ブレインハートインフュージョン培地

（OXOID  Lot2359557）  

⑤嫌気パウチ                          

⑥自動記録温度ロガー                

⑦ディスポメスピペット 20ml 用他ピペットル

類            

⑧鍋（2L）                        

⑨恒温槽                            

⑩試験管立 

⑪冷蔵庫（10℃以下）                           

 

菌株：Clostridium perfrungens Nagano 10  

    ＊以後 ウェルシュ菌と記す 

作業： 

（１）耐熱性芽胞菌の調製 

  東京農業大学 五十君研究室で 100℃耐熱性

が確認されたウェルシュ菌（ Clostridium 

perfrungens Nagano 10）の高度耐熱性芽胞液

を使用した。  

（２）ウェルシュ菌スパイククリームシチュー

の調製 

 ①家庭用片手鍋に具材（市販レトルト）とク

リームシチュ ーのルー （ハウス 社製北    

海道シチュー「クリーム」）を入れ 100℃で完全

に溶けるまで煮込み、クリームシチューを調製

した。（写真１） 

 ②上記のクリームシチューを室温放置して

80℃になった時点でウェルシュ菌 3 乗～4 乗

cfu/ml になる様に添加し空気が入らない様に

ゆっくりと撹拌して菌を均一に分散させた。 

上記のシチュー検体を以下の（３－１）、（３－

２）の 2つに分けて実験を行った。 

（３-１）危険温度帯滞留時間が長時間の場合

（恒温槽放置） 

 ① 本クリームシチューを 80℃に保ちなが

ら中試験管に約 15ml 分注（温度確認用として

ウェルシュ菌無添加のクリームシチュー3 本）

して各試験官に流動パラフィン１ml 重層し、恒

温槽に漬けて 80℃から室温までの温度変化を

コントロール＊１）した 

 ② 平成 29 年度に行った温度変化表（寸胴

鍋中カレーの中心温度変化：グラフ１）に合わ

せ、恒温槽の温度を 30 分単位でコントロール

して 0時間・1 時間～10時間・24時間（0時間

～10時間までは 1時間毎）に試験管を各 3本抜

き取り時間帯により増殖予測に対応して階段

希釈した検体＊２）をハンドフォード培地パウチ

培養法、37℃で培養した。 
＊１）温度確認用のシチュー試験管中心部にロガ

ーをセットして恒温槽のヒーターを調節し温

度コントロールする（写真３） 
＊２）放置時間による菌の増殖を推測し以下の希

釈倍率で実施した。 

・0時間～2時間まで： 

1乗～４乗 cfu/ml希釈で培養 

・3時間～4時間まで： 

1乗～5乗 cfu/ml希釈で培養 

・5時可～7時間まで： 

2乗～7乗 cfu/ml希釈で培養 

・8時間～9時間まで： 

2乗～8乗 cfu/ml希釈で培養 

・10時間まで： 

5乗～8乗 cfu/ml希釈で培養 

・24時間まで： 

5乗～9乗 cfu/ml希釈で培養 

 

（３－２）危険温度帯滞留時間が短時間の場合

（冷蔵庫放置） 

冷蔵庫（10℃以下）に入れて 0、１、3、6、24

時間までの菌の増殖を観察した。 

 再現性などを確認するために同様な実験を、
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東京農大で行い菌数の動向について検証した。

こちらでは、主に危険温度帯（55℃～30℃）に

おけるウェルシュ菌の菌数動向を調べると共

に、冷却により危険温度帯を通過させた後、室

温放置した場合の菌数動向を明らかにした。 

 

C. 研究結果 

 ① 危険温度帯滞留時間が長時間の場合（恒

温槽放置） 

表 1に経過時間、温度、培養後の菌数をまと

めた。ウェルシュ菌は 0 時間（79℃）～6 時間

（47℃）まではスパイク直後の菌数（3 乗～4

乗 cfu/g）のバラツキの範囲内で安定している

ことが観察された。 

 しかしながら 7 時間（44℃）で 5 乗レベル、

8 時間（41℃）で 7 乗レベル、9 時間～24 時間

（39℃～23℃）でガス産生が確認され菌数は 8

～9乗レベルとなった。（写真５・６）。 

本結果を（表 1-1・1-2）（グラフ 2）（培養所見

写真：恒温槽放置）に示す。 

② 危険温度帯滞留時間が短時間の場合（冷

蔵庫放置） 

 表 2に経過時間、温度、培養後の菌数をまと

めた。 

ウェルシュ菌は 0 時間（43.3℃）～24 時間

（5℃）まではスパイク直後の菌数（2乗～3乗

cfu/g）の範囲で安定しており、増殖抑制され

ていることが確認された。 

本結果を（表２）（グラフ３）（培養所見写真：

冷蔵庫放置）に示す。 

③ 前年度の結果との比較 

 前年度と今年度の経過時間・温度・培養後の

分裂比較。菌数に若干差はあるものの前年度で

は 7 時間（43.6℃）、今年度は８時間で爆発    

的な一斉分裂が行われていることが確認され

た（表３）。 

④ 東京農大における実験では、危険温度帯

55℃～30℃と想定して、深鍋を流水により冷却

した中心部の初年度の温度変化で観察すると、

55℃から 2時間後には発症菌数に到達すること

が明らかとなった（図 1）。シチューの中心温度

が 60℃となってから、3時間後には発症菌数ま

で増菌してしまうことになる。そこで、60℃か

ら 2時間以内で急速に 25℃まで冷却すると、発

症菌数には達しない。しかし、その後、室温に

放置してしまうと放置 3時間後には発症菌数に

到達してしまうことが示された（図２）。 

 

D. 考察 

 ①本実験結果より、危険温度帯は加熱調理後

７時間～8 時間後 47℃前後の温度帯で爆発的

に増殖することが確認された。 

 この急激な増殖は加熱後７時間～８時間ま

では芽胞の状態で生息しており、８時間後の発

芽と同時に一気に分裂することが示唆された。 

 分裂は47℃前後で1時間以内に食中毒を発生

するレベルまでの菌数となることから調理後

の温度管理においては 50℃～40℃の危険温度

帯を 1時間以内で通過させることが有意である

ことが推察された。 

 上記については冷蔵庫保存検体にて 1時間以

内に 10℃以下に保存すれば 24 時間後でも菌の

増殖は認められなかったことでも確認できた。 

 ②前年度との分裂時間・温度比較では分裂時

間は 6 時間～8 時間と若干差は見られたが分裂

開始温度は 47℃～41℃で一斉分裂が行われ、何

れも 1時間以内に食中毒を発生するレベルに達

することが確認された。 

 ③東京農大における同様な実験では、中心温

が 60℃から 3時間後（55℃からでは 2時間後）

には、ウェルシュ菌は発症菌数となるため、危

険温度帯となったら急速に冷却することが必

要である。60℃から 2時間以内、55℃からでは

１時間以内に室温までの急速冷却が必要であ

る。更に、そのまま室温放置すると室温となっ

てから 3時間後には発症菌数となる。 

 以上により公益社団法人日本食品衛生協会

発行の「HACCP の考え方に基づく衛生管理のた

めの手引書」（小規模な一般飲食店業者向け「カ

レー・スープ・ソース・たれ・ポテトサラダ等」

に記載されている「危険温度帯 10℃～60℃」

については前年度、今年度の検証実験で 41℃～

47℃にて増殖スイッチが入り危険温度帯に入

ってから（60℃から）3 時間で食中毒発生レベ

ルに達するまで分裂することが確認された。 
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E. 結論 

ウェルシュ菌の 100℃耐熱性の高度耐性型芽

胞はまれにしか形成されないが、このような芽

胞が形成されると、深鍋調理食品は、一般的な

流水冷却では菌数を制御することは難しく食

中毒を起こしてしまう可能性は高い。鍋の中心

部の温度が60℃となった頃から2時間以内に室

温まで急速に冷却することが必要であり、その

後 10℃以下に冷却し保存する必要がある。もし

そのまま室温に放置すると室温となってから 3

時間程度で発症菌数まで増殖してしまうこと

が明らかとなった。このようにならないため、

急速冷却する、あるいはかき混ぜて酸素分圧を

上げる、低温保存などを組み合わせる必要があ

る。 

 

F. 健康危険情報 

特になし 

 

G. 研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

1) 伊藤正弥、梶川陽申、五十君靜信。食品中

でのClostridium perfringensの芽胞挙動

及び増殖挙動の評価。第54回日本無菌ノ

ートバイオロジー学会。2021.1.21。東京

大学弥生講堂オンライン開催 
2) 川本柊志郎、梶川陽申、五十君靜信。熟成

中のナチュラルチーズにおけるListeria 
monocytogenesの増殖制御に関する研究。

第54回日本無菌ノートバイオロジー学会。

2021.1.21。東京大学弥生講堂オンライン

開催 
 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得  なし 

2. 実用新案登録  なし 

 

 

 

 



写真１ シチュー調理料理後ウェルシュ菌をスパイク

11



 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

写真２ 85℃耐性を確認したウェルシュ菌（C. perfringens      写真３    恒温槽での加温 

Nagano 10）をスパイクしたクリームシチュー15ml         ダミーのシチュー3 ヶ所へ温度ロガーを差し込み 
に嫌気を保つ様に流動パラフィン 1ml を重層            温度変化を記録 

 
 
 

12



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

温度測定ロガー                写真 4 冷蔵庫保存 
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写真 5 恒温槽放置検体 10 時間後（若干のガス発生）      写真６ 左：恒温槽放置検体 2 4 時間後（ガス産生）   

右：冷蔵庫保存検体 24 時間後（ガス未産生） 
 

                                  
 
  
 
 

14



露
ば
百
Ｅ
Ｉ
Ｆ
ｉ

曝1

―
―
―
く

―

」
ア
Ｋ

Ｆ
た

，

Ю
む
総
里
К
Ｉ
ヽ
―
ハ
Ｒ

絆
慨
嘔
饉
製

ぐ
~

総
ロ

ヾ
■
一

K

（〓
）
題

歯

０
．卜
Ｎ
　
Ｏ
．Ｏ
Ｎ
　
Ｏ
．崎
Ｎ
　
Ｏ
．
守
倒
　
０
．“
Ｎ
　
Ｏ
．肉
Ｎ
　
Ｏ
．Ｈ
Ｎ
　
Ｏ
．Ｏ
Ｎ
　
Ｏ
．０
日
　
０
．∞
一
　
０
．
卜
Ｈ
　
Ｏ
．●
】

０
．崎
】

０
．寸
Ｈ
　
●
．ｍ
＝
　
０
．Ｎ
引
　
０
．】
”
　
０
．０
日
　
０
．●
　
　
●
．∞
　
　
０
．ト

０
．い
　
　
０
．せ
　
　
０
．“
　
　
０
．Ｎ
　
　
Ｏ
．一
　
　
〇

目
警
嘔
姜
ユ
Ｔ

旧
誦
薇
１
・Ｔ

撻
畷
―
ム
■
いｌ
Ｆ

Ｅ
Ｉ
騒
―
ム
鷺
ユ
一丁

目
轟
―
ム
択
・１
１

ｈ
い
ヽ
コ
）樹
撻
頭
経
稲
撃
ホ

●”０
一

崎
】

Ｏ
Ｎ

崎
Ｎ

Ｏ
“

ｎ
”

０
守

∽
守

Ｒｎ
め

０
０

０
０

●
ト

一
ト

０
∞

ｎ
“

０
い

い
０

●
●
】

（Ｐ
）

興電 性囃
グラフ1

Ｆ
Ｉ

Ｆ
ト
ト
ー
ト
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
Ｉ

日
―
―
―
‐
，』
軍
ヽ
ヽ

尊
■
山

―

‐ｌ
ｄ
■

:

』

■
■
■
ｒ
Ｅ
Ｉ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
■

■日綸

■―+一」一―+―

麟ギ琴(算
痣 |

‐ 十一→ 一一 十

15



時間
実測温度
（℃）

×10 ×102 ×103 ×104 ×105 ×106 ×107 ×108 ×109 ×1010 ×1011 菌数（cfu/g）

0 79.8 ∞ ∞ 7 ND NT NT NT NT NT NT NT 7.0×102

0 79.3 ∞ ∞ 15 NT NT NT NT NT NT NT NT 1.5×103

0 79.8 ∞ ∞ 9 NT NT NT NT NT NT NT NT 9.0×102

0.5 75.9

1 72.8 ∞ ∞ 11 NT NT NT NT NT NT NT NT 1.1×103

1 72.7 NT 107 ND NT NT NT NT NT NT NT NT 1.1×103

1 72.3 NT 11 1 NT NT NT NT NT NT NT NT 1.1×102

1.5 69.4

2 66.2 ∞ 26 3 ND ND NT NT NT NT NT NT 2.6×102

2 66.2 NT NT 10 ND NT NT NT NT NT NT NT 1.0×103

2 65.9 NT NT 9 ND NT NT NT NT NT NT NT 9.0×102

2.5 63.2

3 60.3 105 17 1 ND ND NT NT NT NT NT NT 1.1×102

3 60.3 NT NT ND 1 NT NT NT NT NT NT NT 1.0×103

3 60 NT NT 10 ND NT NT NT NT NT NT NT 1.0×103

3.5 57.4

4 54.9 10 ND ND ND ND NT NT NT NT NT NT 1.0×10

4 54.9 NT NT ND ND NT NT NT NT NT NT NT ND

4 54.6 NT NT 16 ND NT NT NT NT NT NT NT 1.6×102

4.5 52.4

5 50.5 172 33 2 ND ND ND NT NT NT NT NT 1.7×102

5 50.4 NT NT 1 ND ND NT NT NT NT NT NT 1.0×102

5 50.2 NT NT ND ND ND NT NT NT NT NT NT ND

5.5 48.5

NT:No Tested        ND  ＜１cfu/g      ∞︓ ＞1000cfu/g

      表1-1．室温保存検体カウントシート
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時間
実測温度
（℃）

×10 ×102 ×103 ×104 ×105 ×106 ×107 ×108 ×109 ×1010 ×1011 菌数（cfu/g）

6 46.8 ∞ 24 11 ND ND ND ND NT NT NT NT 2.4×102

6 46.8 NT NT NT 1 ND ND NT NT NT NT NT 1.0×103

6 46.5 NT NT NT ND ND ND NT NT NT NT NT ND

6.5 45.3

7 43.8 NT ∞ 42 2 ND ND ND NT NT NT NT 4.2×103

7 43.7 NT NT NT ND ND ND NT NT NT NT NT ND

7 43.5 NT NT NT 4 ND ND NT NT NT NT NT 4.0×103

7.5 42.6

8 41.2 NT ∞ ∞ 270 ND 3 ND ND NT NT NT 2.7×105

8 41.1 NT NT NT ∞ 77 7 NT NT NT NT NT 7.7×105

8 40.9 NT NT ∞ ∞ 56 NT NT NT NT NT NT 5.6×105

8.5 40.3

9 39.5 NT ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 30 10 NT NT NT 3.0×107

9 39.4 NT NT NT ∞ ∞ 116 NT NT NT NT NT 1.2×107

9 39.2 NT NT NT ∞ ∞ ∞ NT NT NT NT NT ∞
9.5 38.5

10 37.6 NT NT NT NT ∞ ∞ ∞ 17 NT NT NT 1.7×108

10 37.8 NT NT NT NT NT ∞ ∞ NT NT NT NT ∞
10 37.7 NT NT NT NT NT ∞ ∞ 20 NT NT NT 2.0×108

24 22.9 NT NT NT NT ∞ 63 10 3 ND NT NT 6.3×106

24 22.8 NT NT NT NT NT ∞ ∞ NT NT NT NT 6.2×107

24 22.7 NT NT NT NT NT ∞ ∞ 10 NT NT NT 1.0×108

                                   ＊BLANK 3検体とも「O」

     表1-2．室温保存検体カウントシート

NT:No Tested        ND  ＜１cfu/g      ∞︓ ＞1000cfu/g
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        表2. 冷蔵庫保存検体カウントシート

時間
実測温度
（℃）

×10 ×102 ×103 ×104 菌数（cfu/g）

0 43.3 79.8 ∞ ∞ 7 7.0×102

0 43.3 79.3 ∞ ∞ 15 1.5×103

0 43.3 79.8 ∞ ∞ 9 9.0×102

1 7.8 NT 72 1 NT 7.2×10

1 7.8 NT NT 7 NT 7.0×102

1 7.8 NT NT 8 NT 8.0×102

3 5.1 ∞ ∞ 4 NT 4.0×102

3 5.1 NT NT 2 NT 2.0×102

3 5.1 NT NT 12 NT 1.2×103

6 5.0 ∞ ∞ 1 ND 1.0×102

6 5.0 NT NT 2 ND 2.0×102

6 5.0 NT NT 1 NT 1.0×102

24 4.7 ∞ ∞ 10 NT 1.0×103

24 4.7 NT 2 ND NT 2.0×10

24 4.7 NT 1 7 NT 7.0×102

                                     ＊BLANK 3検体とも「O」

NT:No Tested        ND  ＜１cfu/g      ∞︓ ＞1000cfu/g
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     表3. 経過時間・温度・培養後の分裂再現性

時間（分）

時間
（分）

実測温度
（℃）

菌数(cfu/g)
実測温度
（℃）

菌数（cfu/g）

8.0×103 7.0×102

6.9×103 1.5×103

1.1×104 9.0×102

5.8×103 1.1×103

8.7×103 1.1×103

1.4×104 1.1×102

6.9×103 2.6×102

6.7×103 1.0×103

1.1×104 9.0×102

5.7×103 1.1×102

3 60 4.0×103 1.0×103

1.6×105 1.0×103

ND 1.0×10

4.2×103 ND

7.0×104 1.6×102

1.7×104 1.7×102

ND 1.0×102

2.6×103 ND

ND 2.4×102

8.7×103 1.0×103

ND ND

3.2×107 4.2×103

1.2×105 ND

1.6×107 4.0×103

7.2×107 2.7×105

3.2×108 7.7×105

2.7×108 5.6×105

5.6×1010 3.0×107

3.3×1010 1.2×107

2.0×109 ND

7.8×1010 1.7×108

3.4×1010 ND

4.2×1010 2.0×108

2.7×1011 6.3×106

3.2×1010 6.2×107

1.9×1010 1.0×108

ND  ＜１cfu/g  

24 19.1 22.9

9 39.3 39.5

10 37.7 37.6

7 43.6 43.8

8 41.2 41.2

5 50.1 50.5

6 46.4 46.8

2 66.2 66.2

60.3

4 54.7 54.9

1 72.7 72.8

　　　　令和1年度結果 　　　　令和2年度結果

0 79.8 79.8
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令和 2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
「小規模事業者における HACCP導入支援に関する研究」 

分担研究報告書 
 

水産加工品中のヒスタミンの挙動及び制御方法の検討 
 

 研究分担者 五十君 靜信 （東京農業大学） 

 研究協力者 楢木 真吾 （東京農業大学） 

  高柳 晃司 （ホシザキ北信越株式会社 コンサル室） 
  金盛 幹昌 （ホシザキ株式会社 営業本部） 
  高澤 秀行、矢野 俊博、多賀 夏代、高澤 慎太郎 
  戸田 政一（株式会社高澤品質管理研究所） 
        

研究要旨  

 全国水産加工業協同組合連合会発行の「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の

手引書」（小規模な水産加工業者向け）における危害要因物質であるヒスタミンに

ついてはその制御法に関する科学的知見が求められた。ヒスタミンは、ヒスチジン

を含む赤身魚などにおいて、ヒスタミン合成菌（Morganella morganii）などが増

殖した場合に合成され、アレルギー様食中毒の原因となる。ヒスタミンは、食品の

加熱調理後も活性が保たれるため、水産加工の段階で合成に係わる細菌の制御が求

められる。アジ・塩サバ干物等における当該菌の菌数の消長及びヒスタミン産生の

相関性について検討した。  

 

 

A. 研究目的 

 全国水産加工業協同組合連合会発行の

「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の手

引書」（小規模な水産加工業者向け）に記載さ

れている危害要因物質であるヒスタミンに関

する実験としてヒスタミン合成菌（Morganella 

morganii：以後 M.morganii）の保存温度と時間

における増殖菌数とヒスタミン産生の相関性

を検討する。また、２５℃保存におけるアジ・

塩サバ干物の当該細菌の菌数の消長及びヒス

タミン産生の相関性を検討した。 

検証実験は以下の内容で実施した。 

(実験１) 

ヒスタミン合成菌（M. morganii）の未加熱

の場合と死菌を用いた場合の人工培地中での

保存温度（５℃、１０℃、２５℃）、経過時間(０

時間～１０日間)における増殖菌数の消長及び

ＵＶ照射処理後のヒスタミン産生の相関性を

検討した。 

（実験２） 

塩濃度の高い干物上で２５℃保存における

ヒスタミン合成菌（M. morganii）の未加熱検

体と炙り検体での０～72 時間後の増殖菌数と

ヒスタミン産生の相関性を検討した。 

 

B. 研究方法 

（実験１）  

ヒスタミン合成菌（M. morganii）の生菌（未

加熱）の場合と死菌処理（ＵＶ照射）した場合

の人工培地中での保存温度（５℃、１０℃、２

５℃）経過時間(０時間～１０日間)における増

殖菌数の消長及びヒスタミン合成の相関性を

検討した。 

 
材料  
（１）菌株：M, morganii（NBRC3848）    
（２）培地  
① 増菌培地・・・ヒスチジンブロス（自家調製） 
 組成 

Poly pepton(Gibco)       10ｇ 
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Yeast sxtract （極東製薬）    3g     
D(+)-Glucose（ナカライテスク） 5g   
L-histidine-HCl-H2O （ナカライテスク）4.57g     
50%人工海水（㈱マルカン）  １L  

  ｐH 5.0  
② 菌数測定培地：標準寒天培地（日水製薬）     
（３）ヒスタミン定量 
①前処理：検体前処理用抽出液 [0.1M EDTA・２

Na(pH8.0)]  
②測 定 :チェックカラーヒスタミン（富士フィ

ルム株式会社）   
（４）機材 

①５℃設定の冷蔵庫 
１０℃設定の冷蔵庫 
２５℃設定の孵卵器 

   ②分光光度 
③1.5ml のディスポーザブルセル 

   ④遠心分離機 
   ⑤ストマック袋 
   ⑥ストマッカー 
   ⑦オートピペット 
   ⑧耐熱性コニカルチューブ・キャップ付 
   ⑨温度ロガー 
方法（別紙１・別紙２） 
（１）M,morganii の培養及び生菌数の計数（別

紙１） 
ヒスチジンブロス２５０ml に M,morganii を

１０２～１０３cfu/ml となる様に接種して混和し、

以下の操作を行った。 
① 未加熱：コニカルチューブに１０ml×１２本

小分けし、各々以下の温度条件で培養した。 
② ＵＶ照射：シャーレ１２枚に小分けしＵＶラ

ンプで３０分照射後、各々以下の温度条件で培養

した。 
上記を０、１２、２４、７２時間、５日、１０日

放置後の各々の培養液の菌数とヒスタミンを測

定した。 
即ち、菌懸濁液を階段希釈し、標準寒天培地に 100
μl 塗抹し、３５℃、４８時間培養後の生菌数を

計数する。同時にヒスタミン濃度をチェクカラー

ヒスタミンで測定した。 
ヒスタミンの測定操作方法は、取扱説明書にした

がって実施した。 
 

（実験２） 

塩濃度の高い干物上に塗布したヒスタミン合

成菌（M, morganii）の生菌（未加熱検体）と炙り

処理を行った検体の２５℃における一定時間後の

増殖菌数とヒスタミンを測定した。 
 材料  

（１）検体： 

菌株：M, morganii NBRC3848  
   干物：アジ・塩サバ 

（２）培地  

① 増菌培地：ヒスチジンブロス（自家調製） 

 組成上述 

② 菌数測定用培地：標準寒天培地（日水製薬） 

    

 （３）ヒスタミン定量 

①前処理：検体前処理用抽出液 [0.1M EDTA・２

Na(pH8.0)]  

②測  定：チェックカラーヒスタミン（富士フィ

ルム株式会社） 

（４）機材 

   ① ５℃設定の冷蔵庫 

１０℃設定の冷蔵庫 

２５℃設定の孵卵器 

   ②分光光度 

③1.5mlのディスポーザブルセル 

   ④遠心分離機 

   ⑤ストマック袋 

   ⑥ストマッカー 

   ⑦オートピペット 

   ⑧耐熱性コニカルチューブ・キャップ付 

   ⑨温度ロガー 

方法    （別紙 ６）  

市販アジの干物及び塩サバを約１０g のブロックに

切り、これに一晩培養し集菌・洗浄した後 生理食塩

水で培養液と同量に懸濁した M. morganii菌をアジ

及び塩サバ片（各約１０ｇ）に対して１００μｌ塗布した。

塗布した検体を２５℃放置し、生菌と炙り処理した

検体の０・１２・２４・４８・７２時間後の菌数とヒスタミン

を測定した。 

 

C. 研究結果 
（実験１）（別紙３，４，５） 
（１）生菌（未加熱検体）での結果 
 M, morganii 培養液を０時間～１０日間、各々

５℃・１０℃・２５℃で保存した結果、５℃では

菌の増殖はなく、ヒスタミンも確認できなかった。

（別紙３） 
１０℃保存においては 7 時間で２乗、５日で 4

乗、１０日で 7乗オーダーの菌増殖が確認された。 
菌の増殖に伴いヒスタミンは７２時間で０

ppm、５日で０.３ppm、１０日で４０ppm 検出
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された。（別紙４） 
２５℃保存では経時的に菌増殖が確認され、

１２時間～２４時間で 8乗オーダーとなりほぼ

プラトーに達した。 増殖に伴い１２時間から

直線的にヒスタミン産生が確認され、４８時間

からは Codex 委員会の安全指標２００ppm を

超える値となった。（別紙５） 
以上により、M, morganii 菌によるヒスタミ

ン中毒回避には 5℃以下での管理が重要である

ことが示唆された。 
１０℃保存では菌増殖速度が鈍化するもの

の７２時間から菌増殖が確認され、１０日には

７乗オーダーとなり、ヒスタミンも４０ppm 産

生していることから１０℃前後保存の場合１

０日以上では注意が必要であることが確認さ

れた。 
（２）死菌（ＵＶ照射実験の結果） 
ＵＶランプ：GL-15 １５W 照射距離：60

㎝ 照射時間：30 分照射：の条件でＵＶランプ

照射後、５℃・１０℃・２５℃ 各温度での培

養した結果、何れの条件でも菌は検出されなか

った。 また、ヒスタミンも検出されなかった。 
この結果より M, morganii がＵＶ照射によ

り殺菌された場合、ヒスタミン産生は起らない

ものと考えられ、ヒスタミン中毒回避にはＵＶ

殺菌の有用性が確認された。 
但し、ＵＶランプによる殺菌は照射されてい

る面にしか殺菌効果はないことを考慮して使

用する必要がある。 
（実験２） 

 （１）アジの干物（別紙７・８・９） 

① M, morganii 未接種検体（別紙７）： 
ブランクとして未接種３検体について２５℃

保存で０時間から７２時間までの菌増殖とヒス

タミンを確認した。 
塩濃度の高いアジの干物において一般生菌数

は水分活性により増殖は抑えられると考えたが

結果として３検体とも７２時間後９乗オーダー

となり同時にヒスタミンも 40ppm 程度が検出さ

れた。 
本結果により、市販干物においてもヒスタミン

合成菌が常在しており、温度と時間の管理不備に

よりヒスタミン食中毒発生する可能性が示唆さ

れた。 
② M, morganii 接種検体（別紙８）： 

M, morganii を接種した３検体について２５℃

保存で０時間から７２時間までの菌増殖とヒス

タミンを確認した。 
実験 1 の M, morganii 菌株実験と比較した場合、

ヒスタミンは１２時間から産生されており、干物

上では菌増殖及びヒスタミン産生の上がりが早

いことが確認された。 
③ M, morganii 接種後炙り検体（別紙９）： 

M, morganii を接種した 3 検体について魚焼機

コンロで焦げ目がつく程度に炙った後、２５℃保

存で０時間から７２時間までの菌増殖とヒスタ

ミンを確認した。 
M, morganii 接種（別紙８）実験と比較した場

合、増殖は若干減少したもののヒスタミン産生に

おいて有意差は認められなかった。 
（２）塩サバの干物（別紙 10・11） 

① M, morganii 未接種（別紙 10）： 
アジ干物と同様の操作で M, morganii 未接種お

よび接種したものを２５℃保存で０時間と 72 時間

の菌増殖とヒスタミン産生を確認した。 
アジ干物と同様に一般生菌数は水分活性によ

り増殖は抑えられると考えたが結果として３検

体とも 72 時間後９乗オーダーの増殖となり同時

にヒスタミンも約４００ppm のオーダーで検出

された。 
本結果により、市販干物においてもヒスタミン

産生菌が常在しており、温度と時間の管理不備に

よりヒスタミン食中毒発生することが示唆され

た。 
② M, morganii 接種（別紙 11）： 

アジ干物と同様の操作で M, morganii を接種し

た３検体について２５℃保存で０時と７２時間

後の菌増殖とヒスタミン産生を確認した。 
未接種結果と比較した場合、増殖菌数は増加し

たもののヒスタミンは７２時間で約４００ppm 検出

され、未接種との有意差は認めらなかった。 
塩サバの結果もアジ干物と同様、高い塩濃度に

より雑菌は抑制されているものと考えていたが

結果として耐塩性のヒスタミン合成菌の常在化

が考えられた。 
 

D. 考察 

ヒスタミン合成生菌（M, morganii）の保管温度

と保存時間における菌数とヒスタミン生成の相

関性及び２５℃保存におけるアジ・サバ干物上で

の生菌数の消長及びヒスタミン生成の相関性を
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検討した。 
「実験１」では生菌１０℃以上の保存で増殖速

度の差はあるものの M, morganii の増殖とヒスタ

ミン生成の相関性が確認できた。 
５℃保存では菌の増殖は抑制され、ヒスタミン

産生も確認できなかったが１０℃保存では増殖

速度の遅延により３日目から培地上でのコロニ

ー発育を確認し、１０日目には７乗オーダー、ヒ

スタミンは 40ppm を確認した。 
２５℃保存では１２時間から菌増殖が確認さ

れ１日目で８乗オーダー、ヒスタミン約１００

ppm、２日目で生菌数は８乗オーダーでヒスタミ

ン約２００ppm、さらに５日目で生菌数９乗オー

ダー、ヒスタミン約４００ppm の産生が確認され

た。  
以上の結果からヒスタミン食中毒予防には低

温保管温度と保管日数の管理により、M, morganii
の増殖抑制が重要であることが示唆された。 
またヒスタミンが酵素活性で生成するか否か

を検討するために UV 照射により殺菌した結果、

菌は検出されず、また、ヒスタミンも検出されな

かった。 
この結果から、死菌では酵素活性によるヒスタ

ミンの生成は起こっていないものと考えられた。 
「実験２」では市販のアジ・塩サバ干物に M, 

morganii を接種しない検体でもヒスタミンが検

出された。 
高い塩濃度の干物により雑菌は抑制されてい

るものと考えていたが結果として、M, morganii
以外の耐塩性のヒスタミン合成菌の常在化が考

えられた。 
これにより市販魚干物においては放置時間と

保管温度の管理に十分に注意しなければならな

いことが示唆された。 
同時に M, morganii 接種検体と接種後炙り検体

においては３日目の菌数及びヒスタミンの有意

差がないことから加熱後（炙り後）であっても保

存する場合は保存温度管理に注意することが確

認された。 
 最後に日本国内では食品中のヒスタミン基

準量は定められていないが Codex 委員会では

「魚介缶詰製品や凍結水産加工品について鮮

度低下の指標として 100ppm、安全性の指標とし

て 200ppm」を超えないこと、同様に魚醤につい

ては 400ppm を超えないこと」と定められてい

る。 

 我が国にでも HACCP制度化施行によりヒスタ

ミン対策が求められるものと考える。 

    

今後の課題 

① アジ干物において M. morganii 未接種検

体・接種検体・接種後炙り検体はほぼ同等のヒ

スタミン量を誘導していることから耐熱性の

ヒスタミン産生菌の存在が示唆された。 

 本結果により干物における M. morganii以外

のヒスタミン誘導菌の検討が必要と考えられ

た。 

② 魚介でのヒスタミン産生菌として M. 

morganii は代表的な菌種であるが市販されて

いる醤油の中には一部ヒスタミン濃度が高い

も の が あ り 原 因 と し て 乳 酸 菌 の

Tetragenococcus halophilus  の関与が明らか

になっている。 

 予備実験（別紙 12）でヒスタミン産生が確認

されたことから乳酸菌の増殖とヒスタミン合

成の相関性についての検証が必要と考える。 

 

E. 結論 

ヒスタミン食中毒予防には低温保管温度と

保管日数の管理により、M. morganii などのヒ

スタミン合成能を持つ細菌の増殖抑制が重要

であることが示唆された。 

また UV 照射により殺菌した結果、死菌では

酵素活性によるヒスタミンの生成は起こらな

かった。市販のアジ・塩サバ干物に M. morganii

を接種しない検体でもヒスタミンが検出され

たことから、高い塩濃度の干物では多くの菌の

増殖が抑制されているものの、M. morganii 以

外の耐塩性のヒスタミン合成菌の常在化が考

えられた。これにより市販魚干物においては放

置時間と保管温度の管理に十分に注意しなけ

ればならないことが示唆された。 

 

F. 健康危険情報 

特になし 

 

G. 研究発表 

1. 論文発表 

なし 
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2. 学会発表 

  なし 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得  なし 

2. 実用新案登録  なし 

 

 

 



（別紙　１） （実験　１）

M,morganiiの温度・時間変化による消長とヒスタミン生成量の相関手実験

手順 菌株による非加熱実験

　菌接種

　　M,morganii

10
2
～10

3
cfu/ｍｌ

ヒスチジンブロス

225ｍｌ

5℃ 10℃ 25℃

15ml×4本 15ml×4本 15ml×4本

5℃保存・10℃保存・25℃保存各々につき実施する

保存時間 　　　　非加熱

　生菌数 　HE量

0 　　〇 　　〇

12 　　〇 　　〇

24 　　〇 　　〇

72 　　〇 　　〇

UV照射による死菌処理した実験

目的：M,morganii をUV照射し殺菌した菌体におけるヒスタミン生成の有無を確認する。

手順：　
手順 (実験１）

　菌接種
Morgamella morganii
10

2
～10

3
cfu/ml

ヒスチジンブロス
    250ｍｌ

UV照射　30分

　UV照射懸濁液0.2ml　+　5ml培養液

5℃・10℃・25℃で培養（４８　時間）
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（別紙　２）
　　　　　　　　　　　　　　ヒスタミンの定量

試薬の調製

発色液 ：　　１バイアル/１１ｍｌ蒸留水
酵素液 ：　　１バイアル/６ｍｌ　緩衝液　　　　　

検体前処理

コニカルチューブに入れる

混和

　　沸騰水で２０分加熱

　20℃以下に冷却

　　　遠心分離　3000rpm　10分

測定： 470nmの吸光度で各々検体ブランクをとって測定する

 検体値 検体BLK 標準液 試薬BLK
検体（ｍｌ） 　 0.5 0.5
STD（ｍｌ） 0.5
DW（ｍｌ） 0.5
発色液（ｍｌ） 0.5 0.5 0.5 0.5
酵素液（ｍｌ） 0.5 0.5
緩衝液（ｍｌ） 0.5 0.5

Es Eb Estd Ec

検体中ヒスタミン量
（Es-Eb）÷（Estd-Ec）×４×２５

　　　検体1.0ｇ(検体10ｇをホモジナイズした後、1.0ｇを秤量）

　　　抽出液２４ml（EDTA２Na溶液）
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（別紙　３）

C-1 C-2 C-3  　平均 C-1 C-2 C-3  　平均

0hr 16×10^0 15×10^0 18×10^0 16×10^0 -11.6 -0.8 -1 0

12hr 28×10^0 28×10^0 30×10^0 28×10^0 -0.3 0.3 0.3 0

24hr 19×10^0 22×10^0 28×10^0 23×10^0 4.6 3.5 -2.2 0

72hr 8×10^0 8×10^0 9×10^0 8×10^0 -1.1 -14.9 -7.5 0

5日目 7×10^0 11×10^0 11×10^0 9.6×10^0 0.2 0.6 0.4 0

10日目 5×10^0 7×10^0 6×10^0 6×10^0 0.9 0.2 1 0

＊グラフはｎ＝３の平均値をプロットした

Ｌｏｇ菌数（cfu/mL) ヒスタミン量(ppm)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

5

10

15

20

25

30

0 12 24 72 120 240

菌数とＨＥ産生の関係（５℃保存）
菌数 ヒスタミン

時 間

ヒ
ス
タ
ミ
ン
量

p
p
m

31



（別紙　４）

10℃保存

B-1 B-2 B-3  　平均 B-1 B-2 B-3  　平均

0hr 20×10^0 21×10^0 26×10^0 22×10^0 -0.4 5.9 1.8 0

12hr 15×10^0 15×10^0 15×10^0 15×10^0 0 -0.1 -0.2 0

24hr 25×10^0 30×10^0 41×10^0 32×10^0 -0.4 4 0.5 0

72hr 1.0×10^3 9.0×10^2 6.0×10^2 8.3×10^2 -9.1 -0.2 -1.2 0

5日目 5.7×10^4 8.2×10^4 5.0×10^4 6.3×10^4 0.1 0.2 0.5 0

10日目 1.4×10^7 1.5×10^7 2.3×10^7 1.7×10^7 37.5 43.5 39 40

＊グラフはｎ＝３の平均値をプロットした

Ｌｏｇ菌数（cfu/mL) ヒスタミン量(ppm)

0
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(別紙　５）

25℃保存

A-2 A-3  　平均 A-1 A-2 A-3  　平均

0hr 18×10^0 18×10^0 23×10^0 19×10^0 -4.1 -5.7 7.7 0

12hr 1.8×10^4 1.6×10^4 1.3×10^4 1.5×10^4 -1.2 -1.2 0.3 0

24hr 1.1×10^8 1.3×10^8 1.9×10^8 1.４×10^8 92.1 114.8 111.8 1062

48hr 7.8×10^8 7.8×10^8 1.0×10^8 5.5×10^8 186.5 220.8 189.7 1990

72hr 1.1×10^9 9.5×10^8 1.2×10^9 1.0×10^9 231.3 234.1 232.1 2325

5日目 1.2×10^9 1.1×10^9 1.0×10^9 1.1×10^9 382 381.5 384.5 382.7

＊グラフはｎ＝３の平均値をプロットした
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アジ・サバでの　M,morganii 　による塗布後のヒスタミン生成実験

手順

↓
Mｍ菌未接種・接種・炙りの室温０・１２・２４・７２時間放置後の菌数とヒスタミンを定量する。

　 　　　M,morganii 塗布（100μｌ（約１０
８
cfu/ml）

　             　　　             　　　　

　　　未接種 　　　　接　　種 　　　接種+炙り
＊）

*）炙り：

魚片　１０ｇのブロックに切り、これに約１０
８
cfu/mlのM,morganii 菌を塗布する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
7
/魚片１０ｇ

25℃保存　　0.12.24.72時間

M,morganii   25℃保存　　0.12.24.72時間培養

魚焼き機ガスコンロの上に、餅焼き用の細かいメッシュの網を置き、

　　　　培　　養

その上に魚を置き、弱火で両面が少し焦げる程度に焼く。

（
別

紙
６

）
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（別紙　７）

A-1 菌数 ヒスタミン量

0 1730 21

12 322000 1.1

24 53400000 0

48 980000000 1.4

72 1350000000 43.7

A-２ 菌数 ヒスタミン量

0 1020 82

12 520000 7.7

24 40200000 0.2

48 840000000 26

72 1130000000 41.9
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〔別紙　８）

B-1 菌数 ヒスタミン量

0 90000 0.3

12 3E+07 187.6

24 4E+09 520.4

48 6E+09 397.9

72 4E+09 481.8

B-2 菌数 ヒスタミン量

0 97000 0.4

12 2E+07 24.4

24 1E+09 411.4

48 6E+09 488.6

72 4E+09 338.1

B-3 菌数 ヒスタミン量

0 103000 1.1

12 2E+06 209.3

24 3E+09 532.8

48 6E+09 515.6

72 1E+10 531
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（別紙　９）

菌数 ヒスタミン量

0 9900 0

12 750000 176.1

24 31000000 423.1

48 80600000 359.9

72 59100000 433.2
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（別紙　１０）

D-１ 菌数 ヒスタミン量

0 490 0.5

72 5890000000 418.3

D-2 菌数 ヒスタミン量

0 1000 0

72 5750000000 418.3

D-3 菌数 ヒスタミン量
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（別紙　１１）

E-1 菌数 ヒスタミン量

0 100000 0.2

72 1968000000 439

E-2 菌数 ヒスタミン量

0 105000 3.5

72 12960000000 438.3

E-3 菌数 ヒスタミン量
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（別紙　１２）

　日　数 乳酸菌 ヒスタミン
0 130 0.3
2 5500 0.7
5 185000 8.1
6 1E+07 63.9

　日　数 乳酸菌 ヒスタミン
0 940 　　ＮＴ
2 5500 　　ＮＴ
4 720000 40.7
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令和 2 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
「小規模事業者における HACCP 導入支援に関する研究」 

分担研究報告書 

加糖餡の製造工程を通じたシアン化合物の動態に関する研究 

 
研究分担者 朝倉 宏   国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 
   窪田 邦宏   国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 
研究協力者 穐山 浩   国立医薬品食品衛生研究所 食品部 
      中村 公亮     国立医薬品食品衛生研究所 食品部 
   岡本 悠佑   国立医薬品食品衛生研究所 食品部 
   森 千尋   国立医薬品食品衛生研究所 食品部 

  
研究要旨  

本研究では，加糖餡製品の最も重要な化学的危害要因であるシアン化合物に関し，製造工程管
理を通じた同危害要因の低減・排除効率に関する知見を収集するため検討を行った．まず，当該
食品及び同中間製品等の多検体を対象としたシアン化合物の定量評価に適した簡易分析法を検討
し，妥当性を評価した上で，同食品を製造する事業者より提供された同一ロットの原料豆（P. 
lunatus），各工程（浸漬後，渋切後，保温後）の中間製品，並びに最終製品の各試料検体にお
けるシアン化合物濃度を調査した．結果として，シアン化水素（HCN）濃度は，原料豆試料では
72.7~96.4 mg /kg であったのに対し，浸漬後中間製品では 45.5~72.7 mg/kg，渋切後中間製品
では 20.5 ~26.2 mg/kg，保温後中間製品では 7.0~8.9 mg/kg と工程を経るごとに減衰が確認さ
れ，最終製品では定量限界未満（5.2 mg/ kg）となった．これらの成績から，加糖餡製品では適
切な製造工程管理を通じて，シアン化合物の減衰（不検出）が図られることが確認された． 

 
 

A. 研究目的 
食品衛生法第 50 条の 2 第 2 項の基準に基

づき，令和 3 年 6 月 1 日以降，原則全ての
食品等事業者は HACCP に沿った衛生管理
の実施が求められることとなった. 食品等
事業者は食品の安全性を確保するため，食品
製造工程における危害要因を把握し，低減・
排除するための工程管理の妥当性を示す必
要がある.  

食品衛生法第 11 条に基づく「食品，添加
物等の規格基準」（昭和 34 年厚生省告示第
370 号）において，豆類及び生餡はシアン化
合物が不検出となることが求められている
（生餡製造の原料としての用途に限り, サ
ルタニ豆，サルタピア豆，バター豆，ペギア
豆，ホワイト豆及びライマ豆について, シア
ン化水素(HCN)として 500 ppm）. 豆類につ

いては，使用基準により「シアン化合物の検
出される豆類は生あんの原料以外に使用し
てはならない」と定められており，加糖餡製
造工程においては原料豆に含有するおそれ
のあるシアン化合物が化学的危害要因とし
て位置づけられ，適切な製造工程管理を通じ
た危害要因の排除或いは安全域までの危害
低減が求められている．  

シアン化合物の分析法については，環境省
告示「シアン化水素試験法」をはじめ，厚生
労働省の通知試験法「シアン化水素試験法
（農産物）」及び「タピオカでん粉中のシア
ン化合物試験法」（平成 14 年 食基発第
1121002 号ならびに食監発第 1121002 号別
添）では，粉砕した試料に対して水蒸気蒸留
を行い，得られた塩化シアン（HCN）あるい
はシアン化物イオン（CN-）を硝酸銀滴定あ
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るいは 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン
吸光光度法により検出・定量を行う方法であ
る. 一方，シアン配糖体由来シアンの定量に
おいて，「シアン化水素試験法」及び「シア
ン化水素試験法（農産物）」は滴定終点の見
極めが困難であり，また内在性の分解酵素に
依存したシアン配糖体の分解を原理とする
ため，内在性酵素の失活によりシアン化合物
の含有量が低く評価される可能性がある.  

加糖餡の製造工程初期段階では，内在性酵
素の失活が想定されるため，中間製品に残留
するシアン配糖体を評価するにあたっては，
「タピオカでん粉中のシアン化合物試験法」
に示される酵素添加操作を追加した分析法
が妥当と考えられた. しかしながら，上記の
試験法は水蒸気蒸留及び吸光光度反応にお
ける操作の煩雑性による多検体測定への不
適合性も懸念された.  

そこで，本研究では多検体測定に適した簡
易分析法を作成し，妥当性を評価した上で，
加糖餡の製造工程を通じたシアン化合物の
動態を定量的に調査することで，重要な化学
的危害要因である同化合物の排除・低減が図
られるかを評価したので報告する． 
 
B. 研究方法 
1. 試料 
 同一ロットの原料豆（ベビーライマ豆，ミ
ャンマー産）及び中間・最終製品試料は製造
事業者より提供を受けた.同製品の製造工程
フローは図 1 に示したとおりである．試料
検体数は原料豆については 6 検体，その他
については 3 検体を試料とした．その内訳
は以下の通りである． 
1)原料豆，2)浸漬後中間製品，3)渋切後中間
製品，4)保温後中間製品，5)最終製品． 

上記の試料は採材直後から供試時まで冷
凍状態を保持した. また，分析法の妥当性評

価にあたっては，白いんげん豆の原料豆（白
花豆，北海道産）及び生餡製品（手亡豆，北
海道産）を用いて添加回収試験を実施した. 
原料となるインゲン豆(Phaseolus)の種毎
の分類は以下の通りである． 
・インゲンマメ(P. vulgaris) 
：手亡豆，金時豆，うずら豆，虎豆 等 
・ベニバナインゲン(P. coccineus) 
：白花豆，紫花豆 等 
・ライマメ(P. lunatus) 
：バター豆，ベビーライマ豆，サルタニピア

豆 等 
 
2. 試薬，器具及び機器 
2-1. 試薬 
・水:ミリ Q 水 
・酢酸:富士フイルム和光純薬(株)社製,特級 
・酢酸ナトリウム三水和物:富士フイルム和
光純薬(株)社製 
・過塩素酸ナトリウム一水和物:富士フイル
ム和光純薬(株)社製 
・メタノール:富士フイルム和光純薬(株)社
製,LC 用 
・クロラミン T 三水和物:関東化学社製,特級 
・バルビツール酸:関東化学社製,特級 
・ピリジン:富士フイルム和光純薬(株)社製，
特級 
・塩酸:富士フイルム和光純薬(株)社製，特級 
・シアン化物イオン標準溶液（1 mg CN-
/mL）:シグマアルドリッチ社製 
・リナマリン:トロントリサーチケミカル社
製, 純度 98 % 
・リナマラーゼ:富士フイルム和光純薬(株)
社製, 食品分析用 
・クエン酸一水和物:富士フイルム和光純薬
(株)社製, 特級 
・水酸化ナトリウム:富士フイルム和光純薬
(株)社製, 特級 
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・硫酸:富士フイルム和光純薬(株)社製，特級 
 
2-2．器具及び機器 
・HPLC 装置:Prominence シリーズ，島津社
製 
送液ユニット（LC-20AB 1 台，LC-20Ai 2 台） 
オンライン脱気ユニット（DGU-20A5R） 
オートサンプラ（SIL-20AC） 
カラムオーブン（CTO-20AC） 
化学反応槽（CRB-6A） 
蛍光検出器（RF-20A） 
システムコントローラ（CBM-20A） 
ソフトウェア（LabSolutions LC/GC） 
・ LC カ ラ ム : Scherzo SS-C18 (3μm, 
250×4.6 mm), インタクト社製 
・10 mL，100 mL ポリプロピレン製メスフ
ラスコ: ビットラボ社製 
・HCN 捕集皿（コンウェイ皿）: 柴田科学
(株)社製，コンウェイ水分活性測定器（本体
内径 60 mm，蓋外径 77 mm） 
･ 小型高温チャンバー（恒温器）: ST-110，
エスペック社製 
 
3. 試薬溶液の調製方法 
1) 12.5 mM 過塩素酸ナトリウム含有 0.1 M
酢酸緩衝液及びメタノール混液(9:1, v/v)
（ 移 動 相 ） : 酢 酸 ナ ト リ ウ ム 三 水 和 物
(CH3COONa･3H2O) 8.65 g 及び過塩素酸ナ
トリウム一水和物(NaClO4･H2O) 1.76 g にメ
タノール 100 mL 及び酢酸(CH3COOH) 2 mL
を加え溶解した後，水で 1 L に定容した.  
2) 0.1 w/v% クロラミン T 水溶液（反応液
① ） : ク ロ ラ ミ ン T 三 水 和 物
(CH3C6H4SO2NClNa･3H2O) 0.66 g（クロラ
ミン T として 0.5 g）を水に溶解し，500 mL
とした.  
3) ピリジン-バルビツール酸溶液（反応液②） 
（1.5 w/v% バルビツール酸，15 vol% ピリ

ジン及び 3 vol% 塩酸混液）: バルビツール
酸(C4H4N2O3) 7.5 g に水を 200 mL 加えた
後，ピリジン(C5H5N) 75 mL 及び塩酸(HCl) 
15 mL を加え，適宜水を加えながら撹拌し
溶解した. その後，水で 500 mL に定容した.   
4) クエ ン酸 緩衝液 : クエ ン酸一 水和 物
((HOOCCH2)2C(OH)COOH･H2O) 128.1g お
よび水酸化ナトリウム(NaOH) 64.4g を水に
溶解して 1000 mL とし，クエン酸緩衝液原
液とした. 使用時に，クエン酸緩衝液原液を，
水で 10 倍希釈し，クエン酸溶液及び水酸化
ナトリウム溶液で pH を 5.9 に調整した.  
5) ク エ ン 酸 溶 液 : ク エ ン 酸 一 水 和 物
((HOOCCH2)2C(OH)COOH･H2O) 21.9 g を
水に溶解し，1000 mL とした.  
6) 0.1 M 水酸化ナトリウム溶液: 水酸化ナ
トリウム(NaOH) 4.0 g を水に溶解し，1000 
mL とした.  
7) 0.2 units/mL リナマラーゼ含有クエン酸
緩衝液（酵素液）:リナマラーゼ(0.35 U/mg) 
5.8 mg をクエン酸緩衝液に溶解し 10 mL と
した.  
8) 10 vol%硫酸: 硫酸 10 mL を水と混合し，
100 mL とした.  
9) 検量線用シアン化物イオン標準溶液: シ
アン化物イオン標準溶液（1 mg CN-/mL）
を 0.1 M 水酸化ナトリウム溶液により適宜
希釈し，0.125 ~ 2 µg/mL の濃度範囲内で 6
点の標準溶液を調製した.  
10) 添加回収試験用リナマリン溶液: リナ
マリン（C10H17NO6，純度 98%）10.2 mg を
秤量し，水を加え 10 mL に定容し標準原液
（リナマリンとして 1 mg/mL）とした. 標
準原液に水を加え，リナマリン 950 µg/mL
（CN-として 100 µg/mL）水溶液となるよ
う調製した.  
 
4. 分析方法 
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シアン化合物の分析には，HPLC ポストカラ
ム蛍光検出法を用いた. なお，試料に含有す
るシアン配糖体（リナマリン）は分解酵素（リ
ナマラーゼ）の添加によって HCN を遊離さ
せ，コンウェイ皿を用いた微量拡散法により
捕集を行った. 各反応機構及び測定原理の
概略を図 2～4，分析法のフローチャートを
図 5 に示した.  
1) 抽出 
 粉砕した試料 10.0 gに水 20 mL を加えて，
15 分間静置した後，0.1 M 水酸化ナトリウ
ム水溶液 50 mL を加えホモジナイズした. 
1,880×g で 5 分間，室温で遠心分離した後，
上清を回収した. 残留物に 0.1 M 水酸化ナ
トリウム水溶液 30 mL を加えホモジナイズ
した後，1,880×g で 5 分間，室温で遠心分
離し，上清を先の上清と合わせ，0.1 M 水酸
化ナトリウム水溶液で 100 mL に定容した
ものを抽出液とした.  
2) 酵素処理及び微量拡散法による HCN の
捕集 
コンウェイ皿の内室に 0.1 M 水酸化ナトリ
ウム 1 mL（捕集液）を加えた後，外室で蓋
及び留め具を用いて密閉した状態で抽出液
100 µL 及び酵素液 1 mL を混合した.  
密閉したコンウェイ皿を恒温器内で 40℃，
4 時間静置した後，蓋を開け，10 vol%硫酸
1 mL を抽出液及び酵素液混液と混合し，再
度密閉し室温で 2 時間静置した. 静置後，コ
ンウェイ皿内室の捕集液を全量回収・撹拌し，
10 µL を HPLC 測定に供した.  
※恒温器は温度分布が均一なものを使用す
る. コンウェイ皿の局所的な昇温は水蒸気
の発生及び蓋への吸着が起こり，測定値に影
響を与える.  
※硫酸混合操作は，試料由来 HCN の揮散及
び外気由来 HCN の混入を避けるため，可能
な限り素早く行う.  

3) HPLC によるシアン化物イオンの蛍光検
出 
 ピリジン-バルビツール酸蛍光反応をポス
トカラム HPLC 系で行い，シアン化物イオ
ンに由来する蛍光を測定した.  
＜LC 条件＞ 
・移動相：12.5 mM 過塩素酸ナトリウム含
有0.1 M酢酸緩衝液及びメタノール混液(9:1, 
v/v)（流速：0.5 mL/min） 
・反応液①：0.1 w/v% クロラミン T 水溶液
（流速：0.1 mL/min） 
・反応液②：ピリジン-バルビツール酸溶液
（流速：0.1 mL/min） 
・LC カラム：Scherzo SS-C18 (3μm, 250
×4.6 mm) 
・温度：オートサンプラ→15℃，カラムオー
ブン及び化学反応槽→25℃ 
・注入量：10 µL 
・測定時間：20 min 
・検出：蛍光検出 (583 nm, Em 607 nm) 
4) 定量計算 
 シアン化物イオン(CN-)の定量は検量線
用シアン化物イオン標準溶液から作成した
検量線を用いて絶対検量線法により行った. 
なお、図 6 に検量線の例を示した. 
試験溶液中の CN-濃度は各試験溶液から得
られた蛍光光度を検量線に内挿することで
求めた. さらに，試料中の CN-濃度は，以下
の算術式に従って算出した.  
 
試料中 CN-濃度(mg/kg) 
 = A×1000×(1/W) 
 
A: 試験溶液中の CN-濃度(µg/mL) 
W: 試料重量(g) 
 
※HCN 濃度を算出する場合，上記で得られ
た CN-濃度に 1.04(=27.025/26.017)を乗じ
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た.  
 
5. 分析法の妥当性評価 
本分析法の妥当性の確認は，「食品中に残留
する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガ
イドラインについて」（平成 19 年 食安発第
1115001 号，平成 22 年改正 食安発 1224 第
1 号）（以下，「妥当性評価ガイドライン」）
に基づき実施した. また，原料豆及び生餡製
品中のシアン化合物の規格への適合判定を
行うため，分析法の定量下限は FAO/WHO
合同食品規格委員会で設定されたキャッサ
バ粉中の国際基準（HCN 濃度として 10 
mg/kg）以下を目標とし，試料重量あたりの
CN-濃度として 5 mg/kg（試験溶液中 CN-濃
度として 0.05 µg/mL）を定量限界の目標値
とした. 以上を踏まえ，添加回収試験におけ
るシアン添加量は 5 mg/kg 及び 10 mg/kg
とした.  
1) 試料：白いんげん豆（国内産）の原料豆
及び生餡製品 
2) 妥当性評価用試料 
・コントロール試料：上記試料を粉砕後，均
一混合した試料 
・添加試料：コントロール試料 10.0 g に対
し，添加回収試験用リナマリン溶液を 1 mL
添加し 30 分静置させた試料 

10 mg/kg：リナマリン 950 µg/mL（CN-
として 100 µg/mL） 

 5 mg/kg：リナマリン 475 µg/mL（CN-
として 50 µg/mL） 
3) 実験計画：1 日あたり，2 人の分析者でコ
ントロール試料 1 検体及び添加試料 2 検体
（3 検体×2，計 6 検体）を併行して分析し，
これを 3 日間実施した.  
4) 分析結果の解析 
・真度（回収率）：各添加試料の測定値から
全コントロール試料の測定値の平均を引い

た数値の平均値を求め，これと添加濃度との
差を百分率として求めた.  
・精度：各添加試料から得られた測定値から
全コントロール試料から得られた測定値の
平均を引いた後，一元配置の分散分析を行い，
算出された分散から，併行精度および室内精
度を推定した.  
 
C. 研究結果及び考察 
1. 分析法の妥当性評価 

添加回収試験に併せて，コントロール試
料（白花豆及び手亡豆）よりシアン化合物
が検出されるか確認を行った（表 1）. い
ずれの試料及び実施日においてもコントロ
ール試料では内部酵素活性は観測されず，
シアン化合物は測定装置の定量下限値未満
であったため，添加回収試験試料として妥
当と判断された. また，添加試料（原料豆
及び生餡）を用いた繰り返し分析から得ら
れた測定値を解析し，真度，併行精度及び
室内精度を算出した（表 2）. 結果とし
て，原料豆及び生餡において，各添加濃度
で良好な真度(70~120%)，併行精度(< 10 
RSD%)及び室内精度(< 15 RSD%)が得ら
れ，妥当性評価ガイドラインの目標値を達
成した. 更に，リナマラーゼ処理群と非処
理群の回収率を比較した結果，添加したリ
ナマリンは抽出及び捕集操作を通じ，酵素
分解以外の処理では安定性を保持し，シア
ン配糖体からの CN-の遊離は酵素処理のみ
に依存することが示された. 従って，本分
析法は比較的温和な条件で特異的にシアン
配糖体（リナマリン）由来 CN-濃度の測定
が可能であると示唆された. また、参考文
献 1-7 では，生餡製品の原料豆（バター豆
及びベビーライマ豆）中のシアン化合物の
殆どはリナマリン（遊離シアンは 1 mg/kg
以下）であることが明らかとなっており, 
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生餡製品への残留が懸念されるのは主とし
て未分解状態のシアン配糖体と考えられた
ことからも，製造工程を通じたシアン化合
物の動態を評価するにあたって本分析法の
適応は妥当と判断された. 
 
2. 試料検体の分析結果 

上記分析法を用いて，原料豆（ベビーラ
イマ豆，P. lunatus）及び中間・最終製品
試料検体の分析を行うこととした. なお，
本報告書では食品衛生法上の基準がシアン
化合物に対して設定され，HCN 濃度として
規定されていることから，CN-濃度を HCN
に換算した結果を報告する. 分析は各試料
検体につき n=3 の併行分析を行った（表
3）.  

まず，試料提供元の加糖餡製造事業所で
採用されている製造工程フロー図を確認し
た．その概要は図 1 に示した通りである．
この情報を基に，採材可能であり，かつ採
材すべき試料として，②60℃以上の温湯中
に 4 時間浸漬後，③渋切後，④保温（60℃
以上で一晩保温後）後の各工程で中間製品
を，①原料豆及び⑤最終製品と共に採材す
ることとした． 

本研究で用いた①原料豆（6 検体）中の
HCN 濃度は 72.7~96.4 mg/kg（総平均
85.5 mg/kg）であり，n=3 の併行分析にお
ける各検体の相対標準偏差（0.90-6.39 
RSD%）及び 6 検体（n=18）の相対標準偏
差（6.77 RSD%）は共にばらつきが小さか
った．従って，同一ロットの原料豆各検体
間で HCN 濃度に大きな差異は認められな
い状況にあることが確認された. 次に，②
浸漬後中間製品では n=3 の併行分析の標準
偏差（0.51~1.82 mg/kg）に対し，3 検体
（n=9）における標準偏差（10.0 mg/kg）
は大きな値を示したため，本工程において

シアン配糖体の含有量並びに除去効率にば
らつきが懸念されたが，その後の③渋切後
中間製品，④保温後中間製品における各検
体間での HCN 濃度にばらつきは認められ
ず，安定したシアン配糖体の除去効率を示
した. 

また，⑤最終製品では全ての試料検体に
おいて HCN 濃度は妥当性評価された分析
法の定量限界（HCN 濃度として 5.2 mg/ 
kg）未満を示し，シアン配糖体の充分な除
去が確認された. 各工程における HCN 濃度
の動態を図 7 に示したが，各工程において
シアン配糖体は段階的に除去されており，
浸漬→渋切→煮豆→保温（①→④）の工程
により，HCN 濃度は 10 mg/kg 未満となっ
た. 更に、皮むき及び水晒し工程（④→
⑤）を介することにより，豆内部に残存す
るおそれのあるシアン配糖体も周囲の水へ
の浸潤を通じ，更に除去されたものと考え
られる．本研究で対象とした試料について
は，加糖餡製造工程を適切に行うことで，
定量限界未満の HCN 濃度を達成し，危害
要因と位置付けられるシアン配糖体が十分
に除去されることが示された. 
 
D．結論 
 シアン化合物（主にシアン配糖体）を含
有するおそれのあるインゲン豆を原料とし
て製造加工される加糖餡製品については，
適切な製造工程管理を通じ，シアン化合物
の除去が達成される実態を確認することが
できた．事業者間で製造工程に多様性が想
定される際には，確実なシアン化合物の除
去を担保できるよう，各事業者は自らの製
造工程を確認し，適切な工程管理を設定す
べきと考えられる．また，本研究において
妥当性評価を行った定量試験法について
は，多検体の測定も可能であることから，
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今後の活用も期待される． 
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図 1.  加 糖 餡 の 製 造 工 程 フ ロ ー 及 び 採 材 試 料 検 体 の 概 要 ．  
採 材 試 料 検 体 は ① 原 料 豆 ， ② 60℃ 湯 で 4 時 間 浸 漬 し た 中 間 製 品 ， ③ 渋 切 後 の 中 間 製 品 ，

④ 60℃ 以 上 で 翌 日 ま で 保 温 し た 後 の 中 間 製 品 ， ⑤ 最 終 製 品 （ 包 装 直 前 の も の ） で あ る ． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2. ポ ス ト カ ラ ム 蛍 光 検 出 系 及 び 反 応 機 構 の 概 略  
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図 3. コ ン ウ ェ イ 皿 を 用 い た 微 量 拡 散 法 の 概 略  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4. リ ナ マ ラ ー ゼ 処 理 に お け る シ ア ン 化 水 素 の 遊 離 機 構  
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a.  抽出  
粉砕した試料  10 g 
↓←  0 .1 M 水酸化ナトリウム水溶液  50 mL 
↓ホモジナイズ  
↓ 1,880×g、 5 分間室温で遠心分離した後、上清を回収  
沈殿物  
↓←  0 .1 M 水酸化ナトリウム水溶液  30 mL 
↓ホモジナイズ  
↓ 1,880×g、 5 分間室温で遠心分離した後、上清を回収  
上清  
↓←  0 .1 M 水酸化ナトリウム水溶液で 100 mL に定容  
抽出液  
 
b.  酵素処理及び HCN 捕集  
＜コンウェイ皿外室＞  
抽出液 100 µL 
↓←  0 .2 units/mL リナマラーゼ含有クエン酸緩衝液  1  mL 
↓インキュベーション（ 40℃、 4 時間静置）  
↓←  10 vol%硫酸  1 mL 
↓静置（室温、 2 時間）  
HCN 
 
＜コンウェイ皿内室＞  
HCN 
↓  
0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液  1mL に捕集  
↓  
HPLC（ 10 µL 注入）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5. 分 析 法 の フ ロ ー チ ャ ー ト  
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図 6.  検 量 線 の 例  
(A)低 濃 度 ,  (B)高 濃 度 範 囲 に お け る CN -濃 度 測 定 用 検 量 線  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 7. 製 造 工 程 を 通 じ た ， HCN 濃 度 の 動 態  
図 中 の ① ～ ⑤ は そ れ ぞ れ ① 原 料 豆 ， ② 浸 漬 後 中 間 製 品 ， ③ 渋 切 後 中 間 製 品 ， ④ 保 温 後 中 間 製 品 ，

⑤ 最 終 製 品 を 示 す ． ま た ， エ ラ ー バ ー は 標 準 偏 差 を 意 味 す る ．  

実 線 ： 参 考 基 準 値 .  キ ャ ッ サ バ 粉 中 HCN 濃 度 の 国 際 基 準 （ 10 mg/kg） .  

点 線 ： 妥 当 性 評 価 さ れ た 分 析 法 の 定 量 下 限 値 （ HCN 濃 度 と し て 5.2  mg/kg） .  
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1日目 2日目 3日目

原料豆 A 1 + N.D. N.D. N.D.
（P. coccineus ） - N.D. N.D. N.D.

B 1 + N.D. N.D. < IQL (0.2)
- N.D. N.D. N.D.

生餡 A 1 + N.D. N.D. < IQL (0.2)
（P. vulgaris ） - N.D. < IQL (0.5) N.D.

B 1 + N.D. N.D. < IQL (0.2)
- N.D. < IQL (0.4) N.D.

試料 分析者 n リナマラーゼ
処理

CN-濃度 (mg/kg)

1日目 2日目 3日目

原料豆 リナマリン 10 A 1 + 95.5 94.1 99.4
（P. coccineus ） - N.D. N.D. N.D.

2 + 95.0 93.0 98.9
- N.D. N.D. < IQL (0.2)

B 1 + 93.8 85.7 107.7
- N.D. N.D. N.D.

2 + 95.5 85.5 112.4
- N.D. N.D. N.D.

5 A 1 + 90.5 97.0 93.6
- N.D. N.D. N.D.

2 + 87.1 85.1 90.6
- N.D. N.D. N.D.

B 1 + 94.5 89.6 96.0
- N.D. N.D. N.D.

2 + 88.8 88.3 94.4
- N.D. N.D. N.D.

生餡 リナマリン 10 A 1 + 96.1 99.2 100.9
（P. vulgaris ） - N.D. N.D. N.D.

2 + 86.4 100.6 99.4
- N.D. N.D. N.D.

B 1 + 100.4 96.3 92.9
- N.D. < IQL (0.5) N.D.

2 + 97.6 105.6 98.4
- N.D. N.D. N.D.

5 A 1 + 103.4 89.4 97.0
- N.D. N.D. N.D.

2 + 99.8 94.0 98.9
- N.D. N.D. N.D.

B 1 + 93.4 92.1 92.9
- N.D. N.D. N.D.

2 + 104.8 91.6 96.0
- N.D. N.D. N.D.

91.9 2.7 3.9

試料 添加標品
添加濃度

(mg CN-/kg)
分析者 n リナマラーゼ

処理

回収率 (%) 真度

(%)
併行精度

(RSD%)
室内精度

(RSD%)

97.1 4.2 6.0

96.0 0.6 3.0

96.8 2.1 12.9

90.7 5.7 4.5

98.5 4.6 4.3

97.1 2.6 5.5

95.1 5.1 5.3

表 1. コ ン ト ロ ー ル 試 料 の 測 定 結 果  
 
 
 
 
 
 
 
N.D. :  not  detected， 測 定 装 置 の 検 出 限 界 未 満 を N.D.と 表 記 し た .   

IQL:  inst rumental  quant i f i cat ion  l imi t， 測 定 装 置 の 定 量 限 界 で あ り ， 括 弧 内 の 数 値 は 検 量 線 の

外 挿 よ り 算 出 さ れ た CN - 濃 度 (mg/kg)を 示 し た .   

 
 
 
 
表 2. 分 析 法 の 妥 当 性 評 価 結 果 （ 真 度 ， 併 行 精 度 及 び 室 内 精 度 ）  
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1 2 3

① 原料豆 1 86.3 87.6 85.4 86.4 0.90 1.04

(P. lunatus ) 2 82.3 96.4 93.6 90.8 6.09 6.70

3 86.6 83.9 92.0 87.5 3.37 3.86

4 84.9 81.9 72.7 79.8 5.19 6.51

5 92.5 89.5 77.7 86.6 6.39 7.38

6 81.6 79.2 85.6 82.1 2.61 3.17

② 浸漬後中間製品 1 69.5 72.7 71.2 71.2 1.31 1.84

2 45.5 49.0 49.6 48.0 1.82 3.78

3 53.5 52.3 53.2 53.0 0.51 0.96

③ 渋切後中間製品 1 22.1 23.0 22.5 22.6 0.37 1.65

2 25.3 26.0 26.2 25.9 0.37 1.45

3 20.5 21.1 22.5 21.4 0.82 3.83

④ 保温後中間製品 1 6.96 8.38 8.90 8.08 0.82 10.2

2 8.24 8.17 7.89 8.10 0.15 1.86

3 8.94 8.17 7.54 8.22 0.57 6.94

⑤ 生餡製品 1 < LOQ (0.4) < LOQ (0.3) < LOQ (0.2) 0.32 0.07 20.7

2 < LOQ (0.4) < LOQ (0.4) < LOQ (0.3) 0.35 0.02 5.68

3 < LOQ (0.4) < LOQ (0.3) < LOQ (0.4) 0.34 0.02 6.09

0.34 0.04 12.8

相対標準偏差
(RSD%)

総平均
(mg/kg)

標準偏差
(mg/kg)

相対標準偏差
(RSD%)

85.5 5.79 6.77

57.4 10.0 17.5

23.3 1.98 8.52

8.13 0.59 7.22

試料 検体番号
HCN濃度 (mg/kg) 平均

(mg/kg)
標準偏差
(mg/kg)

表 3. 試 料 検 体 の 測 定 結 果  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOQ:  l imi t  o f  quant i f i cat ion， 妥 当 性 評 価 さ れ た 分 析 法 の 定 量 限 界 （ CN -濃 度 と し て 5.0  mg/kg ,  

HCN 濃 度 と し て 5.2  mg/kg） で あ り ,  括 弧 内 の 数 値 は 検 量 線 の 外 挿 よ り 算 出 さ れ た HCN 濃 度

(mg/kg)を 示 し た .   
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令和 2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
「小規模事業者における HACCP導入支援に関する研究」 

分担研究報告書 

加糖餡製品における黄色ブドウ球菌の増殖挙動に関する研究 

 
研究分担者 朝倉 宏   国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 
   窪田 邦宏   国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 
研究協力者 山本 詩織   国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 
 

  
研究要旨  
本研究では，加糖餡製品の保管条件として冷蔵保管が求められないものが多い実態、並びに製

造加工工程での作業従事者からの交叉汚染の可能性、更には前年度の成績として水分活性・糖度
が製品間で多様性に富む状況にあること等を勘案して、加糖餡製品における黄色ブドウ球菌の経
時的挙動を評価し、保存条件としての妥当性を考察することとした。Staphylococcus aureus 
NBRC 12732株を用いた検討の結果、水分活性（Aw）が約 0.88の A製品では 5℃及び 15℃、
Aw約 0.91の B 製品検体では 5℃、15℃、25℃、Aw約 0.96の C製品検体では 5℃のみが被験
菌株の増殖を制御するに有効な温度条件であることが示された。A・B 製品の保管条件は冷暗所
となっており、日本薬局方による室温保存 15～25℃を参照した場合、15℃未満と見做される冷
暗所保管は黄色ブドウ球菌の増殖を制御するに妥当であると判断された。 

 
 

A. 研究目的 
我が国では食品衛生法の改正（平成 30年 6月

13日公布）を受け、食品衛生管理手法の国際標
準化を図るため、コーデックスガイドラインに
基づく HACCP 手法を用いた衛生管理の制度化
が進められ、令和２年には施行が通知されるに
至った。令和３年 6 月からは本格施行を迎える
中、特に小規模事業者による「HACCPの考え方
を取り入れた衛生管理」の導入・運用を科学的側
面から速やかに支援する必要がある。 
国内の食品等事業者の多くは小規模事業者

（従業員数 50名未満）であり、「HACCPの考
え方を取り入れた衛生管理」で求められる弾力
的な衛生管理の導入・運用を図るためには、まず
対象となる食品の性質等を知り、工程管理の現
状を踏まえたリスク管理の在り方を定める必要
がある。 
菓子製品のうち、餅や大福等に代表される和

生菓子については、「加熱後手細工加工等が入る

菓子」に属し、他 4 種類に比べると特に食中毒
発生事例が多いとする報告もある。近年和生菓
子の製造加工にあたっては、他事業者が製造加
工した加糖餡を原料として受入れる場合が多い。
加糖餡の製造加工では、複数回の水晒し工程が
設けられているが、これらは重要な化学的危害
要因であるシアン化合物の除去・低減に資する
ものと位置づけられている（本年度分担研究報
告書として別途提出）。このほか、加糖餡の生物
的危害要因としては、ノロウイルスや黄色ブド
ウ球菌、セレウス菌等が挙げられる。これらのう
ち、ノロウイルスについては、食品中での増殖の
可能性はなく、食品取扱従事者等からの二次汚
染を原因とする事例が多くを占めるとされる。
一方、毒素型食中毒菌である黄色ブドウ球菌は
製造加工過程での作業従事者等からの交叉汚染
や原料豆に由来する生残を起点として、その後
の製品の不適切な温度管理によって増殖を招き、
結果として毒素産生を誘起するおそれがある。
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同潜在的危害要因の制御策の有効性に関連し、
昨年度の分担研究では、事業者が実施している
糖度計を用いた確認手法は水分活性と高い相関
性を有するため、合理的な工程管理策であるこ
とを報告した。一方で、市販流通される加糖餡製
品については製品間で多様な水分活性・糖度を
示し、一部製品では黄色ブドウ球菌の増殖を許
容するとされる 0.85以上の水分活性を示すこと
も確認された。 
上記の点を踏まえ、本年度は異なる水分活性・

糖度を示す加糖餡製品における黄色ブドウ球菌
の消長について、添加回収試験を通じた検討を
行い、適切な保管条件に関する考察を行ったの
で報告する。 
 
B. 研究方法 
１．供試検体 
 前年度に供試した加糖餡製品 105 検体の水分
活性（Aw）値および糖度（BRIX）の成績を基に、
加糖餡製品 3 製品を入手し、供試検体とした。
検体の Aw及び BRIX（平均値±SD）は、製品Ａ
が 0.878±0.004 及び 62.8±0.55%、製品Ｂが
0.909±0.003及び 57.3±0.19%、製品Ｃが 0.961
±0.005及び 40.8±0.19%であった。いずれも製
品表示で食品添加物含有は認められなかった。 
 
2．添加回収試験 
一夜培養した Staphylococcus aureus NBRC 
12732 株を約 2.37～2.83 logCFU/g となるよう
各検体に接種し、脱気密封後、5℃、15℃、25℃、
35℃下でそれぞれ保存した。接種後 3、7、14、
21、28日目に各 3検体を取り出し、90 mLの緩
衝ペプトン水（BPW, pH7.4）を加え、1分間ス
トマッキング処理を行い、検体懸濁液を調整し
た。その後、BPW を用いて 10 倍階段希釈液を
作製し、ベアードパーカー寒天培地に検体懸濁
原液及び同希釈液 1mL を混釈法により接種し、
培養後の発育集落数を求めた。 
 

C. 研究結果及び考察 
１．加糖餡検体での S. aureusの増殖挙動 
S. aureus NBRC 12732 株の各加糖餡検体中で
の生存・増殖挙動を評価した。最も低い水分活性
を示した A製品検体では、5℃、15℃、25℃下で
は保存 28 日経過目まで黄色ブドウ球菌被験菌
株の増殖は認められなかった。一方、35 ℃下に
おいて、同菌株は保存 7 日目で 3.61±0.38 log 
CFU/g、14日目では 5.31±0.20 log CFU/gへと
増殖を示した（図 1A）。 
昨年度収集した加糖餡製品検体の中で、平均的
な Aw 値を示した B 製品検体において、黄色ブ
ドウ球菌被験菌株の明確な増殖は 25℃及び
35℃下で認められ、25℃下では保存 7日目、35℃
下では保存 3 日目における菌数はそれぞれ 4.47
±0.04 logCFU/g, 7.76±0.06 logCFU/g であっ
た（図 1B）。 
最も高い水分活性を示した C 製品検体におい
ても 5℃下では被験菌株は増殖を示さなかった
が、15℃下では保存 7 日目で 5.38±0.07 log 
CFU/g、25℃及び 35℃下では保存 3日目で 7.59
±0.09 log CFU/g又は 8.03±0.03 log CFU/gと
速やかな増殖を示した（図 1C）。 
 
D．考察 
 本研究では、異なる Aw・BRIX値を示す加糖
餡製品における黄色ブドウ球菌の経時的増殖性
を検討し、製品間で当該菌の増殖を制御し得る
保存温度条件が異なることが確認された。 
 食品一般の冷蔵保存条件は 10℃以下とされ
るが、前年度多製品を収集した、加糖餡製品で
は、表示上で冷蔵保管を求める製品は僅かであ
った。その中の一つに含まれる C製品検体では
15℃下でも黄色ブドウ球菌の増殖を認めたこと
を踏まえると、冷蔵を保管条件とすることは妥
当であると考えられた。 
 残りの A・B製品検体については冷暗所で保
管することが表示上、求められていた。これら
の製品内で黄色ブドウ球菌の明確な増殖が認め
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られたのは 25℃または 35℃下であったが、常
温保存が日本薬局方で述べられる 15～25℃を
指すとした場合の冷暗所の定義は 15℃未満を
安定的に維持できる場所と想定され、そうであ
れば、当該製品検体の保存条件は C製品検体と
同様に妥当と考えられる。食品中の微生物動態
に係る予測モデルデータベースである Com 
Base(https://www.combase.cc/index.php/en
/)に、加糖餡製品を食品マトリックスとしたモ
デルは存在しないが、Aw値及び菌種・初発菌
数を入力した際の予測結果は、本研究で得られ
た結果に近似しており、加糖餡製品における黄
色ブドウ球菌の増殖に影響を及ぼす要因は、主
に環境温度及び水分活性であることが示唆され
た。 
本研究を通じ、加糖餡製品の保存条件は概ね妥
当と見做される知見が得られた。一方、食品の
保存条件に関する取り決めについて、特に保存
中の微生物増殖をリスク管理する必要があるも
のについては優先的に検討することが今後必要
と考えられる。シアン化合物（主にシアン配糖
体）を含有するおそれのあるインゲン豆を原料
として製造加工される加糖餡製品については，
適切な製造工程管理を通じ，シアン化合物の除
去が達成される実態を確認することができた．
事業者間で製造工程に多様性が想定される際に
は，確実なシアン化合物の除去を担保できるよ
う，各事業者は自らの製造工程を確認し，適切
な工程管理を設定すべきと考えられる．また，
本研究において妥当性評価を行った定量試験法
については，多検体の測定も可能であることか
ら，今後の活用も期待される． 
 
E. 結論 
 計 3種の異なる水分活性・糖度を示す加糖餡
製品を対象に、黄色ブドウ球菌の増殖挙動を評
価し、各製品検体の表示で示される条件によ
り、当該食中毒菌の増殖を概ね制御できること
が示された。但し、冷暗所等、食品衛生法で定

義が明確ではない用語の整理は今後検討が必要
な課題と考えられた。 
 
F. 健康危険情報 

なし 
 
G．研究発表 
1. 論文発表 
   なし 
2. 学会発表 
  なし 
 
H．知的財産権の出願・登録状況 
  なし 
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A                        B 

 
 
図 1．加糖餡製品検体における S. aureus NBRC 12732 株の経時的生存・増殖挙動． 
セクション A, B, Cはそれぞれ A製品、B製品、C製品検体における菌数推移を示す。 
エラーバーは標準誤差を意味する。 
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）

「小規模事業者等における HACCP 導入支援に関する研究」

令和２年度分担研究報告書

食品への異物混入被害状況の把握

（民間データ：平成 27 年 1 月～平成 31 年 3 月） 

研究分担者 窪田邦宏 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部第二室長

研究協力者 佐藤邦裕 公益社団法人日本食品衛生協会

 内堀伸健 日本生活協同組合連合会

 黒神英司  日本生活協同組合連合会

 入江秀之  日本生活協同組合連合会

 田近五郎  イカリ消毒株式会社

 村杉 潤  イカリ消毒株式会社

 藤村 晶  イカリ環境事業グループ 一般財団法人環境文化創造研究所

 熊谷優子  和洋女子大学 家政学部健康栄養学科

 今川正紀  さいたま市 保健福祉局保健部食品・医薬品安全課

中地佐知江 さいたま市 保健福祉局保健部食品・医薬品安全課

溝口嘉範  岡山市 保健福祉局保健管理課

天沼 宏  国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部第二室

田村 克  国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部第二室

研究要旨： 近年、食品への異物混入に対する消費者の関心はこれまでになく高ま

っている。それらの喫食による健康被害が報告されているにもかかわらず、食品へ

の異物混入の被害実態は、各自治体レベルでの報告はあるものの、全国の状況を明

確に把握できるような情報は少ない。2018 年 6 月の食品衛生法の改正により、

HACCP の考え方を取り入れた衛生管理が推進されている。各事業者が HACCP に

よる衛生管理の取り組みを進める際に、食品に混入する異物の全体像の把握、健康

被害の実態、健康被害が発生した異物の材質、形状等を把握することがまず必要で

あり、それらの情報は危害要因分析の支援にもつながる。

異物混入被害実態を把握するために、2 回（2016 年度および 2019 年度）にわ

たり、全国の自治体（保健所）を対象として食品への異物混入の苦情処理事例を集

め、集計・解析を行った。しかしながら、食品への異物混入事例のすべてが自治体

に報告されるわけではない。本調査では、自治体とは別の情報源として、民間機関
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が収集した異物混入事例の集計・解析を行うこととし、自治体データと併せて食

品事業者への HACCP 指導に役立つ基礎データとすることを目的とした。 
 本調査ではイカリ消毒株式会社（イカリ消毒）および日本生活協同組合連合会

（生協連）よりデータが提供された。食品への混入異物検査が行われた全事例は

イカリ消毒データでは 4 年分（2015～2018 年）で 131,389 件あり、生協連データ

では製造過程に原因があると思われる異物混入事例が 3 年度分（2016～2018 年

度）で 4,299 件あった。混入異物としては、イカリ消毒データでは合成樹脂

（19.6%）、植物（13.9%）、金属（10.7%）が多く、生協連データでは原材料由来

（37.6%）、プラスチック（14.0%）、汚れ（11.4%）が多かった。食品分類別では、

イカリ消毒データでは弁当・惣菜（日配品）（30.3%）、パン・菓子類（17.4%）、冷

凍加工品（8.5%）への混入が多く、生協連データでは調理冷食（15.2%）、菓子

（13.2%）、冷凍野菜（9.8%）への混入が多かった。異物混入により健康被害が発

生した事例は生協連データでは 3 年度分で「怪我」が 32 件、「体調不良」が 5 件

あった。「怪我」の場合、異物の種類は原材料由来（81.3%）、プラスチック（9.4%）、

石（6.3%）、植物片（3.1%）で、「体調不良」の場合は動物・昆虫（80%）、原材料

由来（20%）であった。 
 本調査では、自治体データとは異なる情報源により、食品への異物混入の被害

実態の一端が明らかになった。また、混入事例について食品分類および異物分類

の組み合わせを解析することで、各食品分類において混入件数が多い異物分類の

概要が得られた。異なる情報源に付随した異なる異物分類法に起因するデータ比

較の難しさも判明したが、これらの情報は自治体データと併せて、食品事業者へ

の HACCP 導入支援時に参照可能な異物混入実態データとして活用することが可

能と考えられる。 
 
 

Ａ. 研究目的 

 

 近年、食品の異物混入事例に関する報道

が数多く見られるように、消費者の異物混

入に対する関心はこれまでになく高まって

いる。実際にそれらの喫食による健康被害

も報告されているにもかかわらず、食品に

おける異物混入被害実態は、各自治体レベ

ルでの報告はあるものの、全数ではなく、日

本全国での状況を明確に把握できるような

情報は少ない。 

 2018 年 6 月の食品衛生法の改正により、

HACCP の考え方を取り入れた衛生管理が

推進されている。各事業者が HACCP によ

る衛生管理の取組みを進めるには、食品に

混入する異物の全体像の把握、健康被害の

実態、健康被害が発生した異物の材質、形状

等を把握することがまず必要であり、それ

らは危害要因分析の支援にもつながると考

えられる。 
 これらの状況および継続的な調査の重要

性に鑑み、今まで２回にわたり（調査対象期

間は 2014 年 4 月～2016 年 11 月および
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2016 年 12 月～2019 年 7 月）、全国の自治

体、保健所等で異物混入の苦情処理が行わ

れた事例の調査（自治体 2016 調査および自

治体 2019 調査）を行なった（参考文献 1、
2）。しかしながら、食品への異物混入事例

の全てが自治体に報告されるわけではない

ことから、自治体とは異なる情報源として、

流通機関や民間検査機関に集約された異物

混入事例の集計・解析を行うことにした。本

調査では、民間検査機関としてイカリ消毒

株式会社（以下、イカリ消毒）から、流通機

関として日本生活協同組合連合会（以下、生

協連）から異物混入のデータが提供された。  
 これらの民間データにより、自治体等の

公共データとは別に、異物混入事例の全容、

食品や混入異物の種類、食品への異物混入

におけるリスクの高い組み合わせ等を把握

し、これを公共データと同様、異物混入の低

減対策指導に役立つ基礎データとすること

を目的とした。 
 
 
Ｂ. 研究方法 

 

１. データ収集 

 

○ イカリ消毒提供データ 
 イカリ消毒は事業の一環として製品への

異物混入の検査・分析を行っている。異物検

査依頼書とともに東西の分析センターに検

体が送付され、検査・分析が行われる。検査

依頼者は主に食品の製造、加工、販売関連の

事業者である。本調査では、イカリ消毒より

2015 年 1 月～2018 年 12 月に東西両分析

センターにおいて得られたデータが提供さ

れた。対象の 4 年間に混入異物検査を行っ

たすべての検体について、「担当営業所」「受

付日」「食品の種類」「異物の種類」を記載し

たデータが提供された（検査依頼に関する

顧客情報などは含まれないもの）。従って本

調査では、暦年（1～12 月）を区切りとして

4 年間の解析を行った（2015、2016、2017、
2018 年）。 
 イカリ消毒のデータにおいて食品は 18
の項目（商品別区分 No.1～18）に分類され

ており、商品別区分整理表に分類例が詳し

く記載されている（資料 1）。項目の一つ、

「弁当・惣菜（日配品）」には飲食店やファ

ストフード店の料理も含まれる。混入異物

（イカリ消毒のデータでは「結果」と表記）

は 10 の「区分」（大分類に相当）、さらに 40
の「項目」に分類されており、これらも分類

例が結果別区分整理表に詳しく記載されて

いる（資料 2）。 
 提供されたデータには、異物混入が製品

の製造工程や調理過程に起因するか否かは

示されていなかった。 
 

○ 生協連提供データ 
 生協連は流通機関（販売者）として位置付

けられる。生協連または各生協が消費者・組

合員から商品への異物混入に関して苦情の

申し出を受けると、各生協は生協連に対し

その調査を依頼する。生協連はその商品の

製造者及び生協の商品検査センター等で原

因調査や検査を行い、結果を各生協に報告

する。 
 CO・OP 商品に関し、消費者・組合員か

ら、年間 18,000～22,000 件の苦情申し出が

生協に寄せられる。このうち約 1/3（約6,000
件）が異物混入に関するもので、調査により

当該商品の製造過程に異物混入の原因があ
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ると結論されるのはその 25～30%である。 
 本調査で提供されたデータ（3年度分）は、

CO・OP 商品（食品以外も含む）への異物

混入事例で、製造過程に原因があったと判

断された事例のデータである。データがカ

バーする期間は 2016 年 3 月 21 日～2019
年 3 月 20 日で、このため解析は年度（3 月

21 日から翌年の 3 月 20 日）に区切って行

なった（2016、2017、2018 年度）。 
 対象の 3 年間の事例のそれぞれについて、

「商品（食品）の種類」「異物の種類」を記

載したデータが提供された。また健康被害

（怪我・体調不良）のあった事例については

その旨が記載されていた。 
 生協連では商品（食品）は大、中、小の 3
段階において分類されており、分類「大」で

食品は 27 種類ある（資料 3）。また混入異

物（生協連のデータにおいては「現象」と表

記）も大、中、小の 3 段階において分類さ

れており、分類「中」では 15 種類に分類さ

れる（資料 4）。 
 
２．データ集計・解析 
 イカリ消毒および生協連から提供された

データは、全て Microsoft Excel 形式であり、

Microsoft Excel にてデータの整理、各種集

計や解析を行った。 
 
○ イカリ消毒提供データ 
 イカリ消毒提供データの各集計・解析に

おいて、食品の分類はイカリ消毒による資

料 1 の「項目」分類に従った。異物の分類

はイカリ消毒による資料 2 の「区分」もし

くは「項目」分類に従った。 
 
○ 生協連提供データ 

 生協連のデータにおいて、商品（食品）は

大、中、小の 3 段階において分類されてお

り、今回の集計・解析には分類「大」を用い

た。分類「大」で、食品は No.1～27 の 27
種類に分類されている（資料 3）。異物も大、

中、小の 3 段階において分類されており、

今回の集計・解析には分類「中」を用いた。

分類「中」において異物は No.1～15 の 15
種類に分類される（資料 4）。 
 生協連のデータにおいては、健康被害が

見られた事例が記載されており、これらの

有症事例に関しては異物分類「小」の名称を

含めた詳細な解析を行った。 
 
Ｃ. 研究結果 

 

１. イカリ消毒データの解析 
 
○ 全混入食品を対象とした混入異物の種

類 
 イカリ消毒より提供されたデータを集計

し、解析を行った。東西両センターにおける

食品への異物混入の検出例は 2015～2018
年の 4 年間に合計 131,389 件報告されてい

た（2015 年：35,169 件、2016 年：34,104
件、2017 年：31,837 件、2018 年：30,279
件）。 
 まず全混入食品を対象として、どのよう

な種類の異物が混入していたかを集計した。

異物を「区分」により分類した場合と、「項

目」により分類した場合の両方について集

計した。 
 2015～2018 年の 4 年分の混入異物区分

としては、「プラスチックなど」（20.5%）が

最も多く、次いで「動物由来」（15.6%）、「金

属・鉱物」（15.2%）、「植物」（13.9%）、「他
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の昆虫など」（11.6%）であった（図表 1）。
これら 5 つの異物区分は、年によらず混入

件数が多く、「プラスチックなど」は 2015
～2018 年の各年においても混入が最も多

く検出された異物区分であった。2015～
2018 年の各年で異物区分の内訳に大きな

違いは見られなかった（図表 1）。 
次に、2015～2018 年の 4 年分の混入異

物項目別の内訳を見ると、「合成樹脂」

（19.6%）が最も多く、次いで「植物」

（13.9%）、「金属」（10.7%）、「他の昆虫／成

虫」（6.3%）、「複合・加工食品由来」（6.0%）

の順であった（図表 2A、表 1）。上位に「合

成樹脂」「植物」「金属」が挙げられる傾向は、

2015～2018 年の各年において変わりがな

かった（図表 2B〜2E、表 1）。 

○ 異物混入が見られた食品の種類

次に 2015～2018 年の 4 年間に異物混入

が認められた食品項目について項目別の事

例件数を集計したところ、一番多かったの

は「弁当・惣菜（日配品）」（30.3%）で、次

いで「パン・菓子類」（17.4%）、「冷凍加工

品」（8.5%）、「水産・水産加工品」（7.1%）

であった（図表 3）。混入件数は各食品の流

通量などに影響を受けるので、この結果は、

これらの食品項目への異物混入が起きやす

いことを必ずしも示しているわけではない。

「弁当・惣菜（日配品）」「パン・菓子類」「冷

凍加工品」「水産・水産加工品」が上位に並

ぶ傾向は、2015～2018 年の各年において変

わりがなかった（図表 3）。 

○ 各食品項目を対象とした混入異物の種

類

次に 2015～2018 年の 4 年分の異物混入

事例について、食品項目ごとの混入異物項

目内訳を解析した（表 2）。全食品を対象と

した場合（表 1）と同様、多くの食品項目に

おいて、「合成樹脂」、「植物」、「金属」が内

訳%において 3 位までを占めたが（表 3）、
いくつかの例外も見られた。例えば、「（A）

水産・水産加工品」では「動物組織」が 3 位

となり、その内訳%は 11.2%で、全食品を対

象とした場合（4.4%）よりずっと高かった。

同様に、「（B）食肉・食肉加工品」では「骨・

甲殻・貝殻など」が 3 位となり、その内訳%
は 10.0%（全食品対象では 5.7%）、「（C）卵・

卵加工品」では「複合・加工食品由来」が 2
位となり、その内訳%は 11.2%（全食品対象

では 6.0%）、「（D）乳・乳加工品」では「複

合・加工食品由来」が 3 位となり、その内

訳%は 9.8%（全食品対象では 6.0%）、「（E）

農産物・農産加工品」では「他の昆虫/成虫」

が 3 位となり、その内訳%は 10.6%（全食

品対象では 6.3%）、「（F）漬物」でも「他の

昆虫/成虫」が 3 位となり、その内訳%は

11.3%（全食品対象では 6.3%）、「（L）嗜好

品」でも「他の昆虫/成虫」が 3 位となり、

その内訳%は 9.4%（全食品対象では 6.3%）、

「（R）飲料・アルコール等」では「カビ・

菌等」（微生物（カビ・酵母・細菌類）によ

る汚染・変色）が 1 位となり、その内訳%は

13.1%（全食品対象では 2.8%）であった（表

3）。これらの例外的に高い内訳%を示す異

物項目は、それぞれの食品項目の原材料、製

造法、流通形態などと関連している可能性

がある。

○ 健康被害を引き起こす可能性のある異

物

自治体 2016調査および 2019調査の結果
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によると、健康被害があった事例 463 件

（2016 調査 234 件、2019 調査 229 件）の

うち、硬質異物によるものが402件（86.8%）

を占めていた（参考文献 1、2）。硬質異物と

しては「動物性異物－その他（各種の骨な

ど）」（103 件）、「鉱物性異物－金属」（96 件）、

「合成樹脂類－その他樹脂」（69 件）、「鉱物

性異物－ガラス」（46 件）が多かった。 
 本調査で提供されたイカリ消毒のデータ

には健康被害の有無に関する記載はなかっ

たが、金属およびガラスの混入については

健康被害の可能性があり、また法的にも重

要である。そこで、2015～2018 年の 4 年間

のデータについて、異物項目「33_金属」ま

たは「34_ガラス・石など」がどの食品項目

に多く混入しているかを調べた。表 4 は、

食品項目別の内訳を%の高い順に上位 5 位

まで示したものである。「33_金属」、「34_ガ
ラス・石など」（ガラス片、陶磁器片、石、

砂、建材など）の両者とも、全ての異物を対

象とした場合（図表 3 参照）と同様、「弁当・

惣菜（日配品）」、「パン・菓子類」、「冷凍加

工品」、「水産・水産加工品」への混入が多か

った。 
 
２．生協連データの解析 
 
○ 全混入食品を対象とした混入異物の種

類 
 生協連より提供されたデータを集計し、

解析を行った。食品への異物混入が認めら

れた事例のうち、製造過程に異物混入の原

因があったと判断された事例は、2016～
2018年度の 3年度分で合計 4,299件報告さ

れていた（2016 年度：1,743 件、2017 年

度：1,371 件、2018 年度：1,185 件）。 

 2016～2018 年度の 3 年度分の全混入食

品を対象とした混入異物（現象分類「中」）

の内訳としては、「原材料由来」（37.6%）が

最も多く、次いで「プラスチック」（14.0%）、

「汚れ」（11.4%）、「毛髪」（9.8%）、「動物・

昆虫」（8.9%）の順であった（図表 4A、表

5）。これらの異物分類は年度によらず混入

件数が多く、「原材料由来」および「プラス

チック」は 2016～2018 年度の各年度にお

いて混入が多く検出された 1 位および 2 位

であった（図表 4B～4D、表 5）。2016～2018
年度の各年度の間で混入異物の内訳に大き

な違いは見られなかった。 
 
○ 異物混入が見られた食品の種類 
 次に 2016～2018 年度の 3 年度間に異物

混入が認められた食品分類（商品分類名称

「大」）について食品分類別の事例件数を集

計した。一番多かったのは「調理冷食」

（15.2%）で、次いで「菓子」（13.2%）、「冷

凍野菜」（9.8%）、「水産」（9.7%）、「日配」

（8.2%）であった（図表 5）。若干の順位の

変動はあったが、2016～2018 年度の各年度

においても上位 1～5 位は上記の 5 食品分

類が占めていた。混入件数は各食品の流通

量に影響を受けるので、この結果は、これら

の食品分類への混入が起きやすいことを必

ずしも示しているわけではない。 
 内訳%については、2016〜2018 年度にお

いて、「冷凍野菜」（6.2～13.5%）以外はほ

ぼ変わりがなかった（「調理冷食」（13.4～
16.6%）、「菓子」（12.1～14.2%）、「水産」（9.6
～9.9%）、「日配」（7.3～8.7%））。「冷凍野菜」

は、2016 年度（13.5%）に比べ 2017 年度

（6.2%）および 2018 年度（8.7%）は大幅

に内訳%が低下していた。異物混入件数で
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見ると、2016 年度（235 件）、2017 年度（85
件）、2018 年度（103 件）と推移していた。

混入異物分類別に見ると、「動物・昆虫－そ

の他」が 2016 年度（43 件）、2017 年度（12
件）、2018 年度（25 件）であり、「植物片－

鋭くないもの」が 2016 年度（109 件）、2017
年度（22 件）、2018 年度（32 件）であった。 

○ 各食品分類を対象とした混入異物の種

類

続いて 2016～2018 年度の 3 年度分の異

物混入事例について食品分類ごとの混入異

物の内訳を解析した。全混入食品の場合（表

5 参照）と同様、多くの食品分類で、「原材

料由来」、「プラスチック」、「汚れ」が異物分

類別の内訳%で上位 3 位までに入っていた

（表 6、表 7）。しかし例外もあり、このう

ち混入総件数および内訳%の観点から重要

と思われる「食品分類と異物分類の組み合

わせ」は、「水産」における「動物・昆虫」、

「冷凍野菜」における「植物片」および「動

物・昆虫」、「菓子」における「毛髪」、「惣菜」

における「毛髪」、「乾物」における「動物・

昆虫」である（表 7 に二重下線でハイライ

ト）。これらの特徴的な異物は、当該食品の

原材料、製造工程、流通形態などと関連して

いる可能性がある。

○ 健康被害（「怪我」および「体調不良」）

が報告された事例における混入異物

 生協連データでは食品に混入した異物に

より健康被害が発生した事例が記録されて

おり、3 年度分（4,299 件中）で「怪我」に

至った事例が 32 件、「体調不良（嘔吐・下

痢など）」に至った事例が 5 件あった。 
 「怪我」に至った事例における異物分類の

内訳は、「原材料由来」（26 件、81.3%）、「プ

ラスチック」（3 件、9.4%）、「石」（2 件、

6.3%）、「植物片」（1 件、3.1%）であった（表

8A）。「原材料由来」（現象分類「中」）26 件

のうち、20 件は「骨・殻」（現象分類「小」）

によるものであった。

 「体調不良」に至った事例における異物分

類の内訳は、「動物・昆虫」（4 件、80%）、

原材料由来（1 件、20%）であった（表 8B）。 
これら 37 件について異物分類の詳細と

年度別件数をまとめた（表 9）。「怪我」の

場合、件数が多かった異物分類として、「原

材料由来－骨・殻」（20 件）、「原材料由

来－その他」（3 件）、「プラスチック－軟

らかい」（2 件）、「石－石（2mm 以上）」

（2 件）が見られた。「体調不良」の場合は、

「動物・昆虫－食品・衣料害虫」「動物・昆

虫－寄生虫」「動物・昆虫－その他」「動物・

昆虫－（分類「小」未記載）」「原材料由来

－コゲ」がそれぞれ 1 件ずつであった。2016
～2018 年度において健康被害（怪我、体調

不良）の原因として混入が最も多く検出さ

れた異物分類は、年度によらず「原材料由来

－骨・殻」であった（表 9）。この結果は、

自治体 2016 調査および 2019 調査で、健康

被害を引き起こした原因異物の第 1 位が

「動物性異物－その他（各種の骨など）」で

あった結果と一致している。

３．異なるデータシステム間での解析結果

の比較

○ 全混入食品を対象とした混入異物の種

類

データシステムの特徴を把握するには、
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異なるデータシステム間で解析結果を比較

する必要がある。自治体データ（参考文献 1、
2）、イカリ消毒データ、生協連データでは

異物分類の方法が大きく異なっており、こ

のため解析結果の厳密な比較は容易ではな

い。そこでどの程度、比較可能性があるかを

知るために、これら３つの分類法（イカリ消

毒: 異物「項目」 、生協連：現象分類「中」、

自治体：調査票 1）の間で異物分類対応表を

作成した（表 10）。表中、黄色にハイライト

した異物間で対応がつくことが示唆された。

このような異物はイカリ消毒の分類法（全

40 項目）で 6 項目あった。 
 以下に 6項目のそれぞれについて、内訳%
の比較の結果を述べる（表 11）。 
 （１）イカリ消毒では「22_ヒトの毛」

（2.4%、4 年分）であり、生協連の「02_毛
髪」（9.8%、3 年度分）より大幅に低かった。

自治体のデータ（参考文献 2）は「12_動物

性異物－人毛」（8.7%、4 年度分）であり、

生協連の値と類似していた。この傾向は、

2016～2018 年（年度）の各年（各年度）で

も同様であった。 
 （２）イカリ消毒は「24_歯・爪など」（1.0%、

4 年分）であり、生協連の「03_人体由来物

（毛髪除く）」（0.0%、3 年度分）と同様に

低かった。この傾向は、2016～2018 年（年

度）の各年（各年度）でも同様であった。 
 （３）イカリ消毒では「31_合成樹脂」

（19.6%、4 年分）であり、生協連の「06_
プラスチックおよび 07_ゴム」（15.0%、3 年

度分）と同程度であった。自治体のデータは

「16, 17, 18_合成樹脂類−ビニール・ゴム・

その他樹脂」（21.1%、4 年度分）であり、

イカリ消毒の値と類似していた。この傾向

は、2016～2018 年（年度）の各年（各年度）

でも同様であった。 
 （４）イカリ消毒では「33_金属」（10.7%、

4 年分）であり、生協連の「08_金属」（1.1%、

3 年度分）の方が顕著に低かった。自治体の

データは「10_鉱物性異物－金属」（10.9%、

4 年度分）であり、イカリ消毒の値と類似し

ていた。この傾向は、2016～2018 年（年度）

の各年（各年度）でも同様であった。 
 （５）イカリ消毒の「34_ガラス・石など」

（2.8%、4 年分）に対し、自治体では「8, 9_
鉱物性異物－ガラス、石・砂」（3.0%、4 年

度分）であり、ほぼ一致していた。この傾向

は、2016～2018 年（年度）の各年（各年度）

でも同様であった。 
 （６）イカリ消毒の「35_その他の鉱物」

（1.7%、4 年分）に対し、自治体では「11_
鉱物性異物－その他」（1.6%、4 年度分）で

あり、ほぼ一致していた。この傾向は、2016
～2018 年（年度）の各年（各年度）でも同

様であった。 
 
 
Ｄ. 考察 

 
 本調査では民間レベルでの混入異物分析

データを集計・解析することで、自治体デー

タとは別に、全国での食品への異物混入の

実態の一部が把握できたと考えられる。 
 食品分類別ではイカリ消毒データでは

「弁当・惣菜（日配品）」への混入が顕著に

多く（30.3%）、続く「パン・菓子類」（17.4%）、

「冷凍加工品」（8.5%）とは大きな差が見ら

れた（図表 3）。この理由としては、「弁当・

惣菜（日配品）」に分類される食品の幅が広

いこと（飲食店やファストフード店の料理

を含む）、「弁当・惣菜（日配品）」が消費者
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に提供されるまでには、他の食品項目と比

べて製造工程が多く、異物が混入する機会

が増えることが可能性として挙げられる。

生協連では「調理冷食」が 15.2%であり、

続いて「菓子」（13.2%）、「冷凍野菜」（9.8%）

となっていた（図表 5）。食品の分類法の違

いから明確には言えないが、イカリ消毒の

データにおける傾向と類似していると考え

られる。 
 また今回のイカリ消毒および生協連デー

タの調査によって、食品分類によって混入

異物の傾向が異なることがあることがわか

った（表 3、表 7）。食品分類によって製造

工程や製造環境が大きく異なるため、それ

ぞれの違いに応じた異物が混入すると考え

られる。 
 生協連データの解析から、健康被害（怪

我）に至った事例で混入が最も多く検出さ

れた異物は「原材料由来－骨・殻」であり

（表 9）、この結果は、2 回にわたる自治体

調査で健康被害を引き起こした原因異物の

第 1 位が「動物性異物－その他（各種の骨

など）」であったことと一致している。この

ことは、異物混入による健康被害の低減の

ためには「原材料由来」の「動物性異物（各

種の骨など）」への対策が特に重要であると

考えられる。 
 本調査では、混入異物の種類に関する一

部のデータについて、民間セクター（イカリ

消毒、生協連）および全国自治体データの集

計結果の比較を行った。その結果、この 3 者

で集計結果（内訳%）が必ずしも一致しない

例が見られた（表 11）。このことは、１つ

の集計データのみから全国の異物混入被害

実態を推定する際には注意が必要であるこ

とを示している。また各比較において見ら

れた差は、民間データと公共データのそれ

ぞれの特徴（例えば、生協連のデータは CO・
OP 商品に限定されているなど）を反映した

ものと思われる。 
 本調査から、今後の課題も見出された。イ

カリ消毒データ、生協連データ、全国自治体

データを比較する際に、異物および食品の

分類方法が異なるため、集計結果を比較す

る上で困難が生じることが判明した。将来

的に分類方法が統一されれば、異なる集計

システムのデータを統合したり比較したり

することが可能になると思われる。 
 2015～2018 年（イカリ消毒）および 2016
～2018 年度（生協連）の各年（各年度）の

データの間で異物混入があった食品分類や

混入した異物の種類の傾向に大きな差がみ

られなかったことは、全国自治体のデータ

（参考文献 1 、2）とも一致しており、同様

の異物混入が一定の頻度で起きていること

を示しており、対策や指導の必要性が確認

された。また食品分類により混入異物の種

類に特徴があることから、それぞれの食品

分類に適した対策を適用することが効果的

であると考えられる。 
 
 
Ｅ. 結論 

 
 今回の調査で、民間機関から提供された

食品への異物混入事例の解析から、自治体

提供のデータとは別に、食品における異物

混入被害実態の一端が把握できた。特に食

品分類および異物の種類の組み合わせを検

討することで、各食品分類において起きや

すい異物混入の概要が示された。また本調

査により硬質異物の危険性が再確認された。
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これらの情報は、既に得られている全国自

治体提供のデータと併せて、食品事業者へ

の HACCP 指導時に参照可能な異物混入実

態データとして活用することが可能と考え

られる。 
 
 
（参考文献） 
1. 平成 28年度厚生労働科学研究費補助金

（食品の安全確保推進研究事業）【広域・

複雑化する食中毒に対応する調査手法

の開発に関する研究（研究代表者：砂川

富正）】分担研究報告書「全国における

食品への異物混入被害実態の把握」 
 

2. 令和元年度厚生労働科学研究費補助金

（食品の安全確保推進研究事業）【小規

模事業者等における HACCP 導入支援

に関する研究（研究代表者：五十君靜信）】

分担研究報告書「全国における食品への

異物混入被害実態の把握（平成 28 年 12
月～令和元年 7 月）」 

 
 
Ｆ. 研究発表 

 
１．論文発表 
 
２．学会発表 
 
1. K. Kubota, M. Tamura, Y. Kumagai, M. 

Imagawa, S. Nakaji, Y. Mizoguchi, H. 
Amanuma  
Food Contamination Incidences by 
Foreign Materials Reported in Japan, 
2014-2016 

International Assosiation for Food 
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（資料 1）イカリ消毒による商品（食品）の分類（商品別区分整理表）【No.19～25 は本調査の対象外なので

該当データは除外して解析を行った】 
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（資料 2）イカリ消毒による混入異物の分類（結果別区分整理表） 
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（資料 3）生協連による食品の分類（商品分類「大」「中」） 
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（資料 4）生協連による混入異物の分類（現象分類「大」「中」「小」） 
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図表 1：2015～2018年における混入異物区分別内訳および順位（イカリ消毒：131,389件） 
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図表 2A：2015～2018 年（4年分）における混入異物項目別内訳（イカリ消毒：131,389 件） 
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図表 2B：2015年における混入異物項目別内訳（イカリ消毒：35,169件） 
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図表 2C：2016年における混入異物項目別内訳（イカリ消毒：34,104件） 
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図表 2D：2017年における混入異物項目別内訳（イカリ消毒：31,837件） 
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図表 2E：2018年における混入異物項目別内訳（イカリ消毒：30,279件） 
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表 1：2015～2018 年における混入異物項目別内訳および順位（イカリ消毒：131,389件） 
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図表 3：2015～2018年における異物混入食品項目別内訳および順位（イカリ消毒：131,389 件） 
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表 2：2015～2018 年（4年分）における食品項目ごとの混入異物項目別内訳（イカリ消毒：131,389 件） 
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（表 2 の続き） 
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（表 2 の続き） 
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表 3：2015～2018 年（4年分）における食品項目ごとの混入異物項目上位 3項目（イカリ消毒：131,389件） 
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表 4：2015～2018 年（4年分）における「金属」および「ガラス・石」の混入食品項目別内訳および順位（イ

カリ消毒：131,389件） 
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図表 4A：2016～2018 年度（3年度分）における混入異物分類別内訳（生協連：4,299件） 

  

 

図表 4B：2016年度における混入異物分類別内訳（生協連：1,743件） 
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図表 4C：2017年度における混入異物分類別内訳（生協連：1,371件） 

  

 

図表 4D：2018年度における混入異物分類別内訳（生協連：1,185件） 
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表 5：2016～2018 年度における混入異物分類別内訳および順位（生協連：4,299件） 
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図表 5：2016～2018年度における異物混入食品分類別内訳および順位（生協連：4,299 件） 
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表 6：2016～2018 年度（3 年度分）における食品分類ごとの混入異物分類別内訳（生協連：4,299件） 
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（表 6 の続き） 
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表 7：2016～2018 年度（3 年度分）における食品分類ごとの混入異物分類上位 3 項目（生協連：4,299件） 
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表 8A：2016～2018年度（3年度分）の「怪我」に至った事例における混入異物分類別内訳（生協連：4,299 件） 

 

 

 

表 8B：2016～2018年度（3年度分）の「体調不良」に至った事例における混入異物分類別内訳（生協連：4,299

件） 
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表 9：健康被害（怪我 32 件、体調不良 5 件）があった事例として報告された混入異物の詳細内訳（生協連：

4,299件） 
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表 10：イカリ消毒、生協連、自治体データの異物分類対応表 

 

94



表 11：イカリ消毒、生協連および全自治体データによる混入異物解析の結果比較 

95



96 
 

 
厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
「小規模事業者等における HACCP 導入支援に関する研究」 

令和２年度分担研究報告書 
 
 

各国の食品取扱事業者等へのCOVID-19関連情報提供の調査 

 
研究分担者  窪田邦宏  国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第二室長 
研究協力者  天沼 宏  国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第二室 
        田村 克  国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第二室 
 
 

研究要旨： 平成 28 年 3 月より「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」に

おいて HACCP の制度化のための具体的な枠組みの検討が行われ、同年 12 月に最

終取りまとめが公表された。これを受け、平成 30 年 6 月に食品衛生法等が改正さ

れ、全ての食品等事業者に対して HACCP による衛生管理を義務づけることとして

いる。一方、小規模事業者等に対してコーデックスが規定する HACCP の導入をそ

のまま義務づけることは困難であり、小規模事業者等に対する弾力的な運用につい

ての検討および科学的知見の提供等の支援が必要である。 

 本分担研究では、食品業種ごとの海外における制度の運用状況を把握するために

これまで各国で衛生監視指導に同行しての実際の運用状況の確認を行ってきた。本

年度は世界各国での COVID-19 の蔓延により海外調査が実施不可能となったため、

各国における食品取扱事業者等へのCOVID-19に関連する情報提供や衛生監視業務

の変更点等に関する調査を行なった。 

 国際機関および各国政府機関は COVID-19 発生初期から Web ページを介して消

費者および食品事業者に各種情報提供を行なっていた。また Q&A 等で具体例を示

すことで現場でより理解しやすくなる工夫を行なっていた。推奨事項としては、ど

の機関も食品に関しては通常の衛生管理対策を行えば他のウイルス同様に問題が

ないという内容であった。国（自治体）によっては、通常は配送やテイクアウトが

認められていない事業者にも、HACCP の考え方にもとづく衛生管理が確保されて

いれば、現行の登録で配送やテイクアウトを可能にするなどの対応も行なってい

た。同時に新規で食品配達・テイクアウト事業を始める人には食品事業者として登

録するよう呼びかけていた。いずれも現場で理解しやすいように実例を交えた説明

文になっていた。 



97 
 

 COVID-19 への対応で、各事業者の衛生管理への意識が高まったと考えられる。

今後、各事業者における HACCP の概念の理解をさらに推進することで、衛生管理

に対する意識向上や問題点の改善意欲を高めることが可能になると期待できる。 

 

Ａ. 研究目的 

平成 28 年 3 月より「食品衛生管理の国

際標準化に関する検討会」において、

HACCP の制度化のための具体的な枠組み

の検討が行われ、同年 12 月に最終取りま

とめが公表された。これを受け、平成 30
年 6 月に食品衛生法等を改正し、全ての食

品等事業者に対して HACCP による衛生管

理を義務づけることとしている。一方、小

規模食品取扱い事業者（以下、小規模事業

者とする）に対してコーデックスが規定す

る HACCP の導入をそのまま義務づけるこ

とは困難であり、小規模事業者等に対する

弾力的な運用についての検討および科学的

知見の提供等の支援が必要である。本研究

では、HACCP の弾力的運用を必要とする

小規模事業者等が手順書の作成や製造過程

の検証手法の検討等に必要とする科学的知

見の収集、整理、提供を行うことを目的と

した。本分担研究では、本年度は世界各国

での COVID-19 蔓延により海外調査が実施

不可能となったため、各国における食品取

扱事業者等への COVID-19 に関連する情報

提供や衛生監視業務の変更点等に関する調

査を行ない、我が国における食品取扱事業

者に対する HACCP の弾力的な運用の可能

性について検討した。 
 
Ｂ. 研究方法 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
に関しては国際機関、各国政府機関から原

因ウイルスである新型コロナウイルス

（SARS-CoV-2）をはじめ、感染対策に関す

る様々な情報がWebページ上で数多く提供

されている。その中から、食品安全関連で重

要と思われるものを選出し、特に食品事業

者向けと思われる情報に関して調査した。

調査対象は英語で情報提供がなされている

ページに限定した。全ての関連機関および

情報を紹介することは不可能なため特に特

徴的と思われた情報や各国で一般的に紹介

されていた内容をピックアップして紹介す

る。 
 
Ｃ. 研究結果 

 
一般消費者向け食品安全関連情報の提供 
 
 世界保健機関（WHO）は一般消費者に向

けて、食品を取扱う際の新型コロナウイル

ス対策の助言を 2020 年 1 月下旬の早い時

期からパンフレット等により提供しており、

その内容は通常の衛生管理対策を行えば他

のウイルス同様に問題がないという内容で

あった。その後、2 月 21 日に発行した

「 Coronavirus disease (COVID-2019) 
situation report-32」（資料１）において「食

品に関連した考察（SUBJECT IN FOCUS: 
Food related considerations）」としてコロ

ナウイルスは熱に不安定で、通常の加熱調

理温度（70℃）に感受性であることや、食

品を介する伝播は食品衛生対策および適切

な食品安全規範の遵守によって予防可能で
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あるとの情報提供を行なっていた。その後

も生鮮食品の喫食を介した感染の可能性と

それらの洗浄方法、食品包装でのウイルス

の生存や加熱済み食品の喫食を介しての感

染の可能性等の各種 Q&A 情報を適宜更新

していた（資料２）。 
 多くの政府機関や研究機関がウイルスの

性状や感染経路、ヒトからヒトへの感染に

関する情報を中心とした情報発信を行なっ

ていた中、ドイツ連邦リスクアセスメント

研究所（BfR）は早い時期（2020 年 1 月 29
日、資料３）から食品に関連する情報を多く

提供していた。提供された情報としては、そ

の時点で食品を介した感染報告はないこと、

飛沫を介した食品の汚染の可能性、洗浄や

加熱による汚染食品のリスク軽減等につい

てであった。また通常の記事に加え、「食品

や物を介して新型コロナウイルスの感染は

起きうるか」について Q&A での情報発信

を定期的に行なっていた（資料４）。さらに

2020 年 3 月から約 500 人のモニター調査

を週 1 回、定期的に行い（Bfr-Corona-
Monitor）、一般市民の新型コロナウイルス

に対する意識調査を実施していた。その中

には感染経路をどう考えるかの質問項目が

あり、食品由来の可能性があると考えてい

る人の割合は 2020 年 3 月から 2021 年 1 月

まで、継続して 8-15%程度であった（資料

５）。 
 欧州食品安全機関（EFSA）も 2020 年 3
月 9 日に「コロナウイルス：食品が感染源

や伝播経路になることを示すエビデンスは

存在しない」と題したニュース記事を発表

した（資料６）。 
 他 に カ ナ ダ 政 府 （ Government of 
Canada）、スコットランド食品基準庁

（Food Safety Scotland）、オーストラリア・

ニュージーランド食品基準局（FSANZ）等

からも同様の情報提供がなされた。 
 
食品事業者向け食品安全関連情報の提供 
 
 米国では食品医薬品局（US FDA）が 2020
年 3 月から Q&A 等で食品製造現場等への

情報提供を積極的に行なっていた。また監

視員への感染防止のために同月から事業所

への通常の監視業務を一時的に中止してい

たが、以前のような抜き打ち査察ではなく

事前通知を行なってからの査察等の新しい

手法により国内の監視業務を再開すると

2020 年 7 月 10 日に声明を発表した（資料

７）。 
 FDA はまた 2020 年 8 月 19 日に米国労

働安全衛生局（OSHA）と連携し、COVID-
19 の流行期間に食品業界を支援するため

に共同でチェックリスト「COVID-19 パン

デミック時の食品・動物用飼料事業におけ

る従業員の健康管理および食品安全のため

のチェックリスト（Employee Health and 
Food Safety Checklist for Human and 
Animal Food Operations During the 
COVID-19 Pandemic）」を作成したと発表

した（資料８）。このチェックリストは、FDA、

CDC および OSHA が提供する現行のガイ

ダンスをもとに作成され、事業運営が

COVID-19 による影響を受けた場合に、職

場での従業員の健康、社会的距離の確保お

よび食品安全について食品事業者が評価を

行う際に参考資料として役立てることがで

きるようになっている（資料９）。チェック

リストは2部構成になっている。第1部は、

CDC および OSHA が作成したガイドライ
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ンにもとづき、COVID-19 の拡散を最小限

に抑えることを目的とし、従業員の健康状

態の把握、感染疑い者のスクリーニングお

よび職場内で社会的距離を確保するための

人員の配置に焦点が置かれている。第 2 部

は、現行の規則にもとづく食品安全要件が

中心で、食品事業者が COVID-19 に関連し

て作業内容を変更する際の食品安全規範へ

の潜在的な影響を評価することに役立つも

のである。食品安全に影響を及ぼす可能性

があるいくつかの作業内容の変更例として

は、施設の閉鎖、食品安全担当者の変更、納

入業者・原材料の変更等が挙げられ、既存の

HACCP プランや衛生対策が妥当であるか

の再評価が必要であるとしている（資料１

０）。 
 英国でも早くから英国食品基準庁（UK 
FSA）やスコットランド食品基準庁（FSS）
が食品事業者向けの Q&A やアドバイスを

提供していた。食品を通常取り扱う際の

HACCP の考え方に基づく食品衛生規範に

沿っていれば、それが SARS-CoV-2 への対

応となり、COVID-19 感染の心配はないと

アドバイスしていた。また、コロナ禍の事業

運営の変更点としては、従業員同士の距離

を保つこと、マスクや手袋の着用等を指導

していた。また、COVID-19 対応により食

品製造手順等に変更があった場合には、

HACCP の原則に基づいて再度リスク評価

を行い、衛生基準に問題が生じないよう指

導していた（資料１１）。さらに英国の地方

自治体では、既に食品取扱事業者として登

録している事業者に対し、本来は調理済み

食品の配送やテイクアウトを行う際には事

前に地元行政機関（保健所等）への計画申請

が必要であるが、それを特例として免除す

るようにしていた。また、新たに自宅等で食

品の提供（テイクアウトや配送）を始める場

合には食品事業者として登録するように案

内していた。その一例として英国 BCP
（Bournemouth, Christchurch and Poole 
Council）の Web ページを引用する（資料

１２）。 
 アイルランドにおいてもアイルランド食

品安全局（FSAI）が食品事業者向けに助言

を公表していた（資料１３）。その内容は、

主に手洗いを頻繁に行うことを中心とした

通常の衛生管理の徹底であった。特に食品

取扱者に対し、始業前、加熱済み食品やその

まま喫食可能な（ready-to-eat）食品の取扱

い前、生の食品の取扱い後または調理後、廃

棄物の取扱い後、清掃実施後、トイレを使用

した後、鼻をかんだ後、くしゃみや咳をした

後、飲食や喫煙をした後、貨幣の取扱い後等

に手指を確実に洗浄するようアドバイスし

ていた。 
 オーストラリア・ニュージーランド食品

基準局（FSANZ）も早くから一般消費者お

よび事業者の両方に情報提供を行っていた。

事業者向けの内容としては、他の国と同様

に定期的な手洗い、器具の洗浄、従業員の健

康状態や衛生管理の徹底、ヒトとヒトとの

距離を保つこと（Social Distancing）を推

奨していた。また、食器や食品が接触する表

面を清潔に保つことに加えて、ドアノブ、冷

蔵庫の取っ手、水道の蛇口、スイッチ類、タ

ッチスクリーン等の触る頻度の高い部分の

頻繁な洗浄を推奨していた。食品配達事業

者には、衛生管理、食品の取扱い、温度管理、

輸送に関する各種基準を遵守するよう推奨

していた。また、暖かい料理と冷たい料理を

分けるようにも指導していた（資料１４）。 
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 以上のように各国では、食品取扱事業者

が従来行なってきた衛生管理を継続するこ

と、洗浄等の場所の確保や頻度を上げるこ

とがCOVID-19への感染防止対策となると

していた。また、食品配送業の申請を緩和す

る等で食品事業者を支援しつつ、安全性を

確保するためのアドバイスをWebページか

ら提供していた。 
 食品包装や貿易による感染拡大の可能性

が指摘され始めた中、2020 年 9 月 3 日に国

際食品微生物規格委員会（ICMSF）が正式

に新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の食

品からの感染のエビデンスは現時点では報

告されていないという見解を発表し、その

中で「食品安全を脅かす懸念および食品が

感染経路となる懸念を理由に、一部の国で

食品の輸入制限、輸入製品の検査、COVID-
19 非汚染申告書・証明書の提出要請などが

行われている。食品が SARS-CoV-2 の重要

な感染源または感染媒介物であることを証

明する正式な文献は存在しないため、

ICMSF は、上記の措置を科学的に正当化で

きないと判断している。」とした（資料１５）。

国際機関や各国政府機関はこの評価を引用

することで食品流通の継続の妥当性を発表

していた。 
 
Ｄ. 考察 

 
 国際機関および各国政府機関は COVID-
19 発生初期から Web ページを介して消費

者および食品事業者に各種情報提供を行な

っていた。また Q&A 等で具体例を示すこ

とで現場でより理解しやすくなる工夫を行

なっていた。推奨事項としては、どの機関も

食品に関しては通常の衛生管理対策を行え

ば他のウイルス同様に問題がないという内

容であった。国（自治体）によっては、通常

は配送やテイクアウトが認められていない

事業者にも、HACCP の考え方にもとづく

衛生管理が確保されていれば、現行の登録

で配送やテイクアウトを可能にするなどの

対応を行なっていた。同時に新規で食品配

達・テイクアウト事業を始める人には食品

事業者として登録するよう呼びかけていた。

いずれも現場で理解しやすいように実例を

交えた説明文になっていた。 
 
Ｅ. 結論 

 

 国際機関や各国政府機関は、食品事業者

に向けて具体的な情報発信をすることで、

各事業者による SARS-CoV2 への感染対策

の支援となるよう配慮していた。また、それ

まで公的機関による正式な発表が少なかっ

た中で ICMSF が正式な文書を公表したこ

とは、他の国際機関、各国政府機関の情報発

信の活発化に貢献したと考えられる。 
 日本でも厚生労働省が食品事業者向けに

「新型コロナウイルスに関する Q&A（関連

業種の方向け）Web ページ」を作成して、

海外同様の情報提供を行なっている。また

各自治体も同様に各種情報提供を行ってい

る。今後もこれらの情報発信をより詳細に

行なっていくことで事業者の対応が迅速か

つ安全になると考えられる。COVID-19 へ

の対応で、各事業者の衛生管理への意識が

高まっていると考えられる。今後、各事業者

における HACCP の概念の理解をさらに推

進することで、衛生管理に対する意識向上

や問題点の改善意欲を高めることが可能に

なると期待できる。 



101 
 

対する意識向上や問題点の改善意欲を高め

ることが可能になると期待できる。 
 
Ｆ. 研究発表 
１．論文発表 
 
1. 窪田邦宏，田村克，天沼 宏，溝口嘉範.

海外における小規模食品事業者に対す

る HACCP 指導の状況 1：米国におけ

る小規模食品事業者に対する衛生監視

指導. 食品衛生研究 2020; 70(8): 33-49. 
2. 窪田邦宏，田村克，天沼 宏，溝口嘉範.

海外における小規模食品事業者に対す

る HACCP 指導の状況 2：デンマーク

における小規模食品事業者に対する衛

生監視指導 . 食品衛生研究  2020; 
70(11):33-47. 

3. 窪田邦宏，田村克，天沼 宏，溝口嘉範.
海外における小規模食品事業者に対す

る HACCP 指導の状況 3：フランスに

おける小規模食品事業者に対する衛生

監視指導. 食品衛生研究 2021; 71(1): 
15-30. 

 
２．学会発表 
なし 
 
Ｇ. 知的財産権の出願・登録状況 
なし 



102 
 

資料 1: 世界保健機関（WHO）「Coronavirus disease (COVID-2019) situation report-32」 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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資料１:「食品に関連した考察（SUBJECT IN FOCUS: Food related considerations）」部

分 
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資料２：世界保健機関（WHO）「Coronavirus disease (COVID-19) pandemic」Q&A：食

品事業者向け特設 Web サイト「Coronavirus disease (COVID-19): Food businesses」 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-
answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-food-businesses 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-food-businesses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-food-businesses
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資料３：ドイツ連邦リスクアセスメント研究所（BfR）の初期の食品関連情報提供の 1 例 
https://www.bfr.bund.de/cm/349/respiratory-tract-disorders-due-to-new-type-of-
coronavirus.pdf 

 
 

https://www.bfr.bund.de/cm/349/respiratory-tract-disorders-due-to-new-type-of-coronavirus.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/349/respiratory-tract-disorders-due-to-new-type-of-coronavirus.pdf
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資料４：ドイツ連邦リスクアセスメント研究所（BfR）の特設 Web ページ 
https://www.bfr.bund.de/en/a-z_index/covid_19_corona-244542.html 

 

 

 

https://www.bfr.bund.de/en/a-z_index/covid_19_corona-244542.html
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資料５：ドイツ連邦リスクアセスメント研究所（BfR）の「BfR-Corona-Monitor」Web ペ

ージ 

https://www.bfr.bund.de/en/bfr_corona_monitor-244792.html 

 

 

https://www.bfr.bund.de/en/bfr_corona_monitor-244792.html
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資料６：欧州食品安全機関（EFSA）による新型コロナウイルスは食品が感染源や伝播経路

になることを示すエビデンスは存在しないと発表したニュース記事（2020 年 3 月 9 日） 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-
transmission-route 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
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資料７：米国食品医薬品局（US FDA）の国内の監視業務を再開するとの声明（先頭部分の

み）【2020 年 7 月 10 日発表】 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-
fda-prepares-resumption-domestic-inspections-new-risk-assessment-system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-prepares-resumption-domestic-inspections-new-risk-assessment-system
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-prepares-resumption-domestic-inspections-new-risk-assessment-system
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資料８：米国食品医薬品局（US FDA）と米国労働安全衛生局（OSHA）による「COVID-
19 パンデミック時の食品・動物用飼料事業における従業員の健康管理および食品安全のた

めのチェックリストの発表（Employee Health and Food Safety Checklist for Human and 
Animal Food Operations During the COVID-19 Pandemic）」【2020 年 8 月 19 日発表】 

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/employee-health-and-food-
safety-checklist-human-and-animal-food-operations-during-covid-19-pandemic 
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資料９：米国食品医薬品局（US FDA）と米国労働安全衛生局（OSHA）による「COVID-
19 パンデミック時の食品・動物用飼料事業における従業員の健康管理および食品安全のた

めのチェックリストの発表（Employee Health and Food Safety Checklist for Human and 
Animal Food Operations During the COVID-19 Pandemic）」 
https://www.fda.gov/media/141141/download 

 
 

https://www.fda.gov/media/141141/download
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資料１０：米国食品医薬品局（US FDA）と米国労働安全衛生局（OSHA）による「COVID-
19 パンデミック時の食品・動物用飼料事業における従業員の健康管理および食品安全のた

めのチェックリスト（第 2 部） 
https://www.fda.gov/media/141141/download 
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資料１０：（続き） 
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資料１０：（続き） 
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資料１０：（続き） 
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資料１０：（続き） 
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資料１１：英国食品基準庁（UK FSA）が COVID-19 対応により食品製造手順等に変更が

あった場合への対応を発表 
https://www.food.gov.uk/business-guidance/adapting-food-manufacturing-operations-
during-covid-19 
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資料１２：英国 BCP（Bournemouth, Christchurch and Poole Council）の食品事業者向け

Web ページ 

https://www.bcpcouncil.gov.uk/News/News-Features/COVID-19/Employers-and-
businesses/food-delivery-and-takeaway-guidance.aspx 
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資料１３：アイルランド食品安全局（FSAI）の食品事業者向け特設 Web ページ 
https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html 
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資料１４：オーストラリア・ニュージーランド食品基準局（FSANZ）特設 Web ページ 
https://www.foodstandards.gov.au/consumer/safety/Pages/NOVEL-CORONAVIRUS-
AND-FOOD-SAFETY.aspx 
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資料１５：国際食品微生物規格委員会（ICMSF）の見解（2020 年 9 月 3 日） 
https://www.icmsf.org/wp-content/uploads/2020/09/ICMSF2020-Letterhead-COVID-19-
opinion-final-03-Sept-2020.BF_.pdf 
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